
規 則

�愛媛県規則第５４号
児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則の一部を改正する規則

児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則（昭和４１年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係）

徴収金基準額表（扶養義務者用）

別表第１（第４条関係）

徴収金基準額表（扶養義務者用）

省略 省略 省略 省略

備考

１～７ 省略

８� 法第２２条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次の

いずれかに該当するときは、行わないものとする。ただ

し、アに該当する場合であつても、真にやむを得ない特

別の理由があり、かつ、所得税の額が１６，８００円以下であ

るときは、この限りでない。

ア 省略

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がＡ階層及びＢ

階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被

保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険におい

て出産育児一時金等の出産に関する給付を受けること

ができる額（以下「出産一時金」という。）が、３５０，０００

備考

１～７ 省略

８� 法第２２条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次の

いずれかに該当するときは、行わないものとする。ただ

し、アに該当する場合であつても、真にやむを得ない特

別の理由があり、かつ、所得税の額が１６，８００円以下であ

るときは、この限りでない。

ア 省略

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がＡ階層及びＢ

階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被

保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険におい

て出産育児一時金等の出産に関する給付を受けること

ができる額（以下「出産一時金」という。）が、３００，０００
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告 示

�������
�愛媛県規則第５５号
愛媛整肢療護園使用規則を次のように定める。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛整肢療護園使用規則

愛媛整肢療護園使用料規則（昭和３３年愛媛県規則第４７号）の全部

を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛整肢療護園（以下「整肢療護園」という。）

の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

（入所定員）

第２条 整肢療護園の入所定員は、１４０人とする。

（入園資格）

第３条 整肢療護園に入園することができる者は、次の各号のいず

れかに該当する者とする。ただし、集団生活に著しく支障を来す

おそれのある者は、この限りでない。

� 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第２４条の３第４項に規定する施設給付決定に係る障害児

� 法第２７条第１項第３号の規定による入所の措置に係る児童

（入園期間）

第４条 整肢療護園入園期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、

当該各号に定める期間とする。ただし、知事は、特に必要がある

と認めるときは、この期間を変更することがある。

� 前条第１号に該当する者 法第２４条の３第６項に規定する給

付決定期間

� 前条第２号に該当する者 知事が必要と認める期間

（入園手続）

第５条 第３条第１号に該当する者であって整肢療護園に入園を希

望するものの保護者は、知事に入園を申し込まなければならない。

（入園の決定等）

第６条 知事は、前条の規定による入園の申込みがあったときは、

次に掲げる方法により選考し、入園の可否を決定するものとする。

この場合において、知事は、入園の決定を受けた者との間におい

て整肢療護園の使用に関し契約を締結するものとする。

� 書類審査

� 身体検査

� 面接

� その他必要と認める検査

（入舎）

第７条 整肢療護園に入園を決定された者（以下「入園者」という。）

は、整肢療護園の宿舎に入舎するものとする。

（入園者の義務）

第８条 入園者は、この規則及びその他諸規律を遵守し、入園者と

しての品位を傷付けてはならない。

（契約の解除）

第９条 知事は、入園者が次の各号のいずれかに該当するに至った

ときは、第６条の契約を解除し、退園を命じることがある。

� 性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。

� 整肢療護園の秩序を乱し、その他入園者としての本分に著し

く反すると認められるとき。

� その他入園を継続することが不適当と認められるとき。

（損害賠償等）

第１０条 自己の責めに帰すべき理由により、整肢療護園の施設、設

備等を滅失し、又は損傷した者は、原状回復をし、又はそれによ

って生じた損害を賠償しなければならない。

（使用料の額）

第１１条 愛媛整肢療護園使用料条例（昭和２７年愛媛県条例第６５号。

以下「条例」という。）第２条第２号の使用料の額は、診療報酬

の算定方法（平成１８年３月厚生労働省告示第９２号）別表第１医科

診療報酬点数表及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額

の算定に関する基準（平成１８年３月厚生労働省告示第９９号）によ

り算定する額とする。

（使用料の納付時期）

第１２条 入園者の保護者は、条例第２条第１号の使用料の額から法

第２４条の３第８項に規定する障害児施設給付費及び法第２４条の２０

第４項に規定する障害児施設医療費を控除した額をその入園者が

整肢療護園の法第２４条の２第１項に規定する指定施設支援を受け

た日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。

２ 条例第２条第２号の診療を受けた者又はその保護者は、同号の

使用料を診療後速やかに納付しなければならない。

（補則）

第１３条 この規則に定めるもののほか、整肢療護園の使用に関し必

要な事項は、知事が定める。

附 則

この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。

円以上であるとき。

� 省略

９ 省略

円以上であるとき。

� 省略

９ 省略

注 省略 注 省略

附 則

この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。

�愛媛県告示第１４０２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

愛 媛 県 報平成１８年９月２９日 第１７９９号

７９４
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�愛媛県告示第１４０３号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４０４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

今治市古谷甲８７２、甲８７３、乙１４３の２３、乙１４３の２４

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

八幡浜市保内町磯崎２７８９、２７９５の１、２７９６、２７９７

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

保内町磯崎２７９５の１・２７９６・２７９７（以上３筆について次

の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１４０５号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から４月

間縦覧に供する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ今治桜井店 今治市東村南一丁目
甲４６－１外 大規模小売店舗の名称 マルナカ今治店 マルナカ今治桜井店 平成１８年

８月１０日
平成１８年
９月１４日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業経済部商工労

政課並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ほ場整備事業 鬼北地区
（成川裏工区） 平成１１年８月６日

ほ場整備事業 鬼北地区
（延川長穂工区） 平成１１年１２月１６日

ほ場整備事業 鬼北地区
（出目本村工区） 平成１２年３月１７日

ほ場整備事業 鬼北地区
（興野々山手工区） 平成１８年３月２７日

ほ場整備事業 鬼北地区
（黒川工区） 平成１５年１月２９日

ほ場整備事業 鬼北地区
（白根工区） 平成１７年１１月１１日

愛 媛 県 報平成１８年９月２９日 第１７９９号

７９５
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許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１８年９月２９日から１０月１３日まで

�������
�愛媛県告示第１４０６号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年規則第２２号）第８条第２項（同規

則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、

宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起業の認

可を申請すべき期間を次のように定める。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１８年９月２９日から１０月１３日まで

�愛媛県告示第１４０７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通

知があった。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（電子基準点測量）

２ 作業期間 平成１８年１０月５日から

平成１９年３月２５日まで

３ 作業地域 宇和島市

上浮穴郡久万高原町

南宇和郡愛南町

�愛媛県告示第１４０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町新宮１４２番５から

同町新宮１４２番６まで

旧 ５．８～８．８ ０．０８０

新 ２４．５～４６．０ ０．０８０

〃 〃
四国中央市新宮町新宮１４２番６から

同町新宮１９１番２まで

旧 ６．０～５９．５ ０．１２０

新 ６．０～５９．５
１５．０～５９．５

０．１２０
０．１２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町新宮１４２番５から

同町新宮１４２番６まで
平成１８年９月２９日

〃 〃
四国中央市新宮町新宮１４２番６から

同町新宮１９１番２まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡久万高原町笠方２８０１番３から

同町渋草１３１４番８まで

旧 ９．０～３０．０ ０．３８５

新 １１．０～５３．０ ０．３４８

愛 媛 県 報平成１８年９月２９日 第１７９９号
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�愛媛県告示第１４１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡久万高原町笠方１３１２番２から

同町渋草１３１４番８まで
平成１８年９月２９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大平砥部線
伊予郡砥部町外山２９番３から

同町外山４４番３まで

旧 ６．０～１１．２ ０．１３９

新 ８．８～２７．０ ０．１３９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大平砥部線
伊予郡砥部町外山２９番３から

同町外山４４番３まで
平成１８年９月２９日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町亀浦２５番１２から

同町亀浦２５番９まで
平成１８年９月２９日

愛 媛 県 報平成１８年９月２９日 第１７９９号
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�愛媛県告示第１４１９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市川之江町字宮ノ谷３５７２番１及び３５８８番

２ 申請人の住所氏名

四国中央市川之江町２８９３番地１

有限会社富士住サービス

代表取締役 白石 一忠

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第１４２０号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市土居町土居２２９０番１

２ 申請人の住所氏名

四国中央市土居町入野１３８番地１

�愛媛県告示第１４１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
西予市野村町高瀬２０７０番２から

同町蔵良２０４６番まで

旧 ４．５～１９．２ ０．１６０

新 １１．２～１９．２ ０．１６０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
西予市野村町高瀬２０７０番２から

同町蔵良２０４６番まで
平成１８年９月２９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町皆江字コゴウラ１７６番から

同字１６７番１まで

旧 ３．９～２０．８ ０．４４３

新 １０．５～５６．０ ０．４２５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子双海線
喜多郡内子町河内２０８８番から

同町河内１７２９番地先まで

旧 ４．０～１２．８ ０．２６０

新 １１．６～４７．４ ０．２６０

愛 媛 県 報平成１８年９月２９日 第１７９９号

７９８



訓 令

公 告

有限会社相和不動産

代表取締役 尾崎 荘一

３ 図面省略

�愛媛県訓令第１３号
愛媛整肢療護園処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛整肢療護園処務規程の一部を改正する訓令

愛媛整肢療護園処務規程（昭和３１年愛媛県訓令第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（係の分掌事務）

第３条 係の分掌事務は、次のとおりする。

庶務係

�～� 省略

� 使用料に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（専決規定）

第４条 園長は、次の事項について専決処理することができる。た

だし、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ知

事の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 愛媛整肢療護園使用規則（平成１８年愛媛県規則第５５号）第４

条ただし書の規定による入園期間の変更に関すること。

� 愛媛整肢療護園使用規則第６条の規定による入園の可否の決

定に関すること。

� 愛媛整肢療護園使用規則第６条の規定による契約の締結に関

すること。

� 愛媛整肢療護園使用規則第９条の規定による契約の解除及び

退園処分に関すること。

	 省略


 省略

（係の分掌事務）

第３条 係の分掌事務は、次のとおりする。

庶務係

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（専決規定）

第４条 園長は、次の事項について専決処理することができる。た

だし、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ知

事の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 省略

� 省略

附 則

この訓令は、平成１８年１０月１日から施行する。

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

愛 媛 県 報平成１８年９月２９日 第１７９９号

７９９
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

所 在 地
土 地 建 物

地 目 地 積 構 造 床 面 積

松山市祝谷二丁目２５番１ 宅 地 ２，１４７．５６�
コンクリートブロック

造２階建
６０１．５９�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課財産処分係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成１８年１０月３０日（月）午前１０時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１８年１１月２０日（月）午前１０時

� 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第二別館５階第３会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代理金融機関

又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

愛 媛 県 報平成１８年９月２９日 第１７９９号

８００



土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

所在地 地目 地積

松山市岩崎町二丁目４５９番４ 宅 地 ５４０．７２�

松山市岩崎町二丁目４５９番７ 宅 地 １１７．６３�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問い合わ

せ先

愛媛県総務部管理局総務管理課財産処分係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成１８年１０月３０日（月）午後２時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１８年１１月２０日（月）午後２時

� 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第二別館５階第３会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金

を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代

理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をし

た小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付

しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者
に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無

効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規

定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格を

もって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地を風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用

に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金とし

て県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

アップツイスター（延伸装置付）の購入

� 購入物品名及び数量

アップツイスター（延伸装置付）１式（使用にあたり必要な

付帯装置、搬入、据付け、配線、調整等１式を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成１９年２月２８日

� 納入場所

愛媛県繊維産業試験場

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、差の端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成１８年度及び平成１９年度の製造の請負等

に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、

次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期限までに確実に納入できる体制が整備されていること

を証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課用品調達係

〒７９０―８５７０
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愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１５６

� 入札書の受領期限

平成１８年１０月２６日（木）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１８年１０月２６日（木）午後２時

愛媛県庁舎 第二別館１階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の１００分の５

以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定

金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し

又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代え

ることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付

しなければならない。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示し

た物品を納入できることを証明する書類を、入札書の提出に

先立って提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場

合は、これに応じなければならない。

イ 入札書は封印し、受領期限までに提出しなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

UP－twister，１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，２６ October２００６

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，General Administration Division，

General Affairs Department，Ehime Prefectural Government，

４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２１５６

�������
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年９月２９日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

１ 入札に付する事項

� 件名

医療機械の借入れ

� 借入物品名及び数量

愛媛県立今治病院医事システム一式（医事サーバ一式、医事

サブサーバ一式、病歴管理サーバ一式、患者属性情報共有サー

バ一式、システムメンテナンス用クライアント３台、デスクト

ップ型クライアント２３台、ノート型クライアント２台、クライ

アント系ページプリンタ５台、クライアント系シリアルプリン

タ５台、レセプト用プリンタ２台、エンボス１台、カードリー

ダー４台、自動再来受付機３台、その他接続機器一式、業務ソ

フトウエア一式、据付け、調整等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期限

平成１９年２月１日から平成２４年１月３１日まで

� 借入場所

愛媛県立今治病院

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１８年度及

び平成１９年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格

を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期限の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７９４

� 入札書の受領期限

平成１８年１１月１０日（金）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１８年１１月１０日（金）午後２時

愛媛県公営企業管理局会議室

４ その他
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� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの

規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に、

この公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付

して、入札書の受領期限までに提出しなければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： The

Account System for Medical Insurance Claim of Ehime

Prefectural Imabari Hospital，１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，１０ November２００６

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Administration Bureau，Ehime Prefectural

Government，４―４―２Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０

Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

�公 告

愛媛県人事行政の運営等の状況を次のとおり公表します。
平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 人事行政の運営の状況

� 任免及び職員数に関する状況

ア 職員の採用の状況

平成１７年度の新規採用者数は、市町立小・中学校教員を含め、愛媛県全体で３８５人です。任命権者別の職種別・性別内訳は、以下のとお

りです。

� 知事 （単位：人）

区分 行政事務 土木 農業 心理判定員 歯科衛生士 獣医師 看護師 海技士 合計

男性 １１ ３ １ ０ ０ １ ０ １ １７

女性 ８ ０ ０ １ １ ４ １ １ １６

合計 １９ ３ １ １ １ ５ １ ２ ３３

� 公営企業管理者 （単位：人）

区分 医師 薬剤師 視能訓練士 看護師 合計

男性 ２５ ０ ０ ７ ３２

女性 ５ １ １ ６６ ７３

合計 ３０ １ １ ７３ １０５
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� 教育委員会 （単位：人）

区分 小中学校教諭 高等学校等教諭 養護教諭 寄宿舎指導員 学校事務 学校栄養職員 実習助手 行政事務 合計

男性 ２８ ２５ ０ ２ ３ ０ ４ ０ ６２

女性 ２４ ２５ ４ ２ ２ ５ ２ １ ６５

合計 ５２ ５０ ４ ４ ５ ５ ６ １ １２７

� 警察本部長 （単位：人）

区分 警察官 警察官（語学） 警察官（武道） 警察事務 鑑識（法医） 少年補導職員 合計

男性 ９５ ０ ２ ２ １ ０ １００

女性 １１ １ ０ ７ ０ １ ２０

合計 １０６ １ ２ ９ １ １ １２０

イ 職員の退職の状況

職員の定年等に関する条例により、一部の職員を除いて定年年齢は６０歳とし、定年に達した日以後における最初の３月３１日に退職するこ

ととしています。平成１７年度における退職者数は、定年による退職と定年前の自己都合や死亡等による退職を合わせて６９３人です。任命権

者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知事 公営企業管理者 教育委員会 警察本部長 合計

定 年 退 職 ６１ ９ １５８ ５７ ２８５

定 年 前 退 職 ５２ １４４ １５４ ５８ ４０８

合 計 １１３ １５３ ３１２ １１５ ６９３

ウ 職員の再任用の状況

地方公務員法により、任命権者は、定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、常時勤務又は短時間勤務の職に採用するこ

とができることとされています。任期は１年ですが、平成１７年度に再任用された職員については１回、平成１８年度に再任用された職員につ

いては２回に限り任期を更新することができます。平成１７年度における新規再任用者数は１８人、任期更新者数は１１人で、いずれも短時間勤

務の職です。また、離職者数は２３人です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知事 公営企業管理者 教育委員会 合計

新規再任用者数 ３ １ １４ １８

任 期 更 新 者 数 ７ ２ ２ １１

離 職 者 数 ７ ２ １４ ２３

エ 職員数の状況

平成１７年及び平成１８年の各年の４月１日現在の部門別職員数の状況と平成１８年の職員数の主な増減理由、年齢別職員構成の状況並びに定
ちょく

員適正化計画の数値目標及び進捗状況は、以下のとおりです。

�ア 部門別職員数の状況と平成１８年の職員数の主な増減理由

（各年４月１日現在）

職 員 数 対前年

増減数
主 な 増 減 理 由

平成１７年 平成１８年

議 会 ３５ ３６ １ 議事調査業務の増

総務企画 ６６７ ６６２ △ ５ 市町振興業務執行体制の効率化、派遣職員の減

税 務 ２０８ ２０９ １ 地方税滞納整理機構派遣職員の増
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民 生 ３５１ ３５０ △ １ 市町村合併に伴う生活保護業務の減

一般

行政

部門

衛 生 ５７３ ５６１ △１２ 健康増進センターの見直し、保健所の事務処理体制の効率化による減

労 働 ８９ ８８ △ １ 職業訓練指導業務の減

農林水産 １，２５３ １，２３５ △１８ 補助事業指導業務等の執行体制の効率化による減

商 工 ２０４ ２０４ ０

土 木 １，０４０ １，０１７ △２３ 高速道路課、鹿野川ダム管理事務所の廃止による減

小 計
４，４２０

［１０］

４，３６２

［１０］

△５８

［０］

特別

行政

部門

教 育 １３，６８１ １３，５９７ △８４ 児童生徒数の減少による教職員の減

警 察 ２，７５３ ２，７８０ ２７ 警察官の増員

小 計
１６，４３４

［２０］

１６，３７７

［２４］

△５７

［４］

公営

企業

部門

小 計
２，１０８

［３］

２，０７０

［１］

△３８

［△ ２］
北宇和病院の廃止による減

合計

（条例定数）

２２，９６２

［３３］

（２３，７０１）

２２，８０９

［３５］

（２３，５１３）

△１５３

［２］

（△１８８）

注１ 職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者及び派遣職員を含み、臨時又は非常勤の職員は含まれていません。
２ [ ]内は、再任用短時間勤務職員の数であり、外書きです。
３ この表は、従事する職務の部門ごとの職員の集計であり、「� 給与の状況」において適用給料表ごとに集計した職員数とは一致しません。
４ 一般行政部門には、知事の事務部局（愛媛県立医療技術大学及び愛媛県立医療技術短期大学を除く。）のほか、人事委員会、議会、監査委員及び労働
委員会の事務部局が含まれています。

�イ 年齢別職員構成の状況（平成１８年４月１日現在）

区分
２０歳
未満

２０歳
～２３歳

２４歳
～２７歳

２８歳
～３１歳

３２歳
～３５歳

３６歳
～３９歳

４０歳
～４３歳

４４歳
～４７歳

４８歳
～５１歳

５２歳
～５５歳

５６歳
～５９歳

６０歳
以上

計

職員数（人） １７ ４５５ １，５４２ ２，０１１ ２，５０９ ２，９３２ ３，１４１ ３，２５８ ２，８２６ ２，１９１ １，８８０ ４７ ２２，８０９

構成比 ０．１％ ２．０％ ６．８％ ８．８％ １１．０％ １２．９％ １３．８％ １４．３％ １２．４％ ９．６％ ８．２％ ０．２％ １００．０％
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ちょく

�ウ 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

ａ 定員適正化目標（数・率）

計 画 期 間
数 値 目 標

始 期 終 期

平成１７年４月１日 平成２１年４月１日 ５年間で一般行政部門の職員数を１０．０％（４５０人）削減する計画

ｂ 定員適正化手法の概要

スクラップ・アンド・ビルドの徹底、事務事業や組織・機構の整理合理化、アウトソーシングの推進、ＩＴ技術の積極的な活用、中長

期的視点に立った計画的な職員採用などにより定員の縮減及び増員の抑制に努めました。

ｃ 平成２２年４月１日現在における定員の数値目標

平成１８年３月策定の「愛媛県構造改革プラン」の中で、平成１７年４月１日現在の総定員（一般行政、公営企業、教育、警察部門

２２，９６３人）を平成２２年４月１日までの５年間で６．５％（１，５００人）削減する計画
ちょく

ｄ 定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

区分
平成１６年

（計画前年）

平成１７年

（１年目）

平成１８年

（２年目）

平成１９年

（３年目）

平成２０年

（４年目）

平成２１年

（５年目）
計

（参考）

数値目標

減員 １２５ ７８ ２０３

一般

行政

部門

増員 ５１ ２０ ７１

差引 △７４ △５８
△１３２

（２９．３％）
△４５０

職員数 ４，４９４ ４，４２０ ４，３６２ ４，３６２ ４，０４４

注１ 計画期間は、平成１７年度から平成２１年度までの５年間です。
ちょく

２ （ ％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示すものです。

� 給与の状況

ア 総括

�ア 人件費の状況（普通会計決算）

人件費には、一般職の職員（警察関係職員、教育関係職員及び一般行政関係職員をいう。以下同じ。）に支給する給与と、特別職の職員

に支給する知事等特別職の給与、議員の報酬及び期末手当並びに委員等報酬のほか、地方公務員共済組合負担金、退職手当、恩給及び退職

年金、災害補償費等が含まれています。

平成１７年度における普通会計の決算による人件費の状況は、以下のとおりです。

区 分
住民基本台帳人口

（平成１７年度末）

歳 出 額

（Ａ）
実 質 収 支

人 件 費

（Ｂ）

人件費率

（Ｂ／Ａ）

平成１６年度

の人件費率

平成１７年度
人 千円 千円 千円 ％ ％

１，４８６，９４６ ６３９，７２５，０５５ ３９６，１６６ １８９，３０５，７９７ ２９．６ ２９．６

�イ 職員給与費の状況（普通会計予算）

平成１８年度当初予算における職員給与費の状況は、以下のとおりです。

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

平成１８年度

人 千円 千円 千円 千円 千円

２０，９５５

（１０）

９１，６６６，８９７ １６，０９３，５７８ ３７，８７１，９４０ １４５，６３２，４１５ ６，９５０

注１ 職員給与費とは、人件費のうち、一般職の職員に対して支給される給料及び扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手
当に要する経費であり、退職手当に要する経費は、含んでいません。

２ 職員数は、平成１８年度当初予算に計上された数値であり、平成１８年４月１日現在の実職員数とは一致しません。
３ （ ）内の数値は、再任用短時間勤務職員の数であり、内数です。
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�ウ 特記事項

県の危機的な財政状況を踏まえ、人件費の抑制を図るため、平成１８年度から知事等特別職及び一般職員の給与の臨時的な減額措置を行っ

ています。

このため、本公表においても、平成１８年度当初予算及び平成１８年４月実績ベースで集計している各データは、給与減額措置後の金額とな

っています。

なお、平成１８年度の給与減額措置の内容は、以下のとおりです。

○特別職

区分 給料 期末手当

知 事 ２０／１００
減額後の給料の月額による額

副知事、出納長、教育長、管理者、常勤監査委員 １５／１００

○一般職員

区分 給料 管理職手当 その他の手当

特定幹部職員 ８／１００ １０／１００

管理職員 ６／１００ １０／１００
減額後の給料の月額による額

一般職員 ４／１００ －

若年層職員 ３．５／１００ －

＊減額措置の対象となる手当（給料の月額を算出基礎に含む手当）
地域手当、期末勤勉手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日給、特地・へき地手当、農林漁業普及指導手当、特殊勤務手当の一部
定時制通信教育手当、産業教育手当
※退職手当は、減額前の給料の月額による。

� ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

県職員の給与水準は、ラスパイレス指数で表されますが、本県の平成１７年度におけるラスパイレス指数は、１００．０です。

ラスパイレス指数とは、各地方公共団体の学歴別・経験年数別の職員数が国家公務員のそれと同じであると仮定し、その職員数に各地方

公共団体の平均給料月額を乗じて得られる給料総額が国家公務員の給料総額に対してどのような割合になるかを示す指数ですが、上記の本

県ラスパイレス指数は、本県の一般行政職の給与水準を、国家公務員の行政職俸給表�適用者のそれを１００として比較したものです。

イ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

�ア 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成１８年４月１日現在）

本県では、行政職給料表、公安職給料表、中学校・小学校教育職員給料表、高等学校等教育職員給料表、技能労務職員の給料表など１０種

類の給料表を定めています。

平成１８年４月１日現在における職員数（企業会計関係職員２，０７０人及び再任用短時間勤務職員１０人を含まない。以下イ及びウにおいて同

じ。）は、２０，７３９人です。

このうち、代表的な職種である一般行政職（行政職給料表適用者のうち、税務事務に従事する職員、船員並びに愛媛県立保育専門学校及

び愛媛県立歯科技術専門学校において教育業務に従事する職員（以下「税務職員等」という。）を除いた職員をいう。以下イ及びウにおい

て同じ。）４，４８４人（２１．６パーセント）、技能労務職５２７人（２．５パーセント）、高等学校（特殊・専修・各種）教育職３，６３３人（１７．５パー
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セント）、中学校・小学校教育職８，５１１人（４１．０パーセント）及び公安職２，３５６人（１１．４パーセント）の職員の平均年齢、平均給料月額及

び平均給与月額の状況は、以下のとおりです。

ａ 一般行政職（行政職給料表適用者（税務職員等を除く。））

区 分 平 均 年 齢 平 均 給 料 月 額 平 均 給 与 月 額

愛 媛 県 ４３歳４月 ３４９，１１２円 ４３３，８２３円

ｂ 技能労務職（技能労務職に係る給料表適用者）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ４５歳７月 ３１８，２２９円 ３６４，１１２円

うち

用務員
４５歳１１月 ３１６，１３６円 ３５９，０１２円

うち

自動車運転手
４５歳０月 ３１９，２１２円 ３６９，５６２円

うち

学校給食員
４６歳２月 ３１５，２６２円 ３５０，７６４円

ｃ 高等（特殊・専修・各種）学校教育職（高等学校等教育職員給料表適用者ほか）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ４１歳９月 ３６９，４００円 ４２１，５６２円

ｄ 中学校・小学校（幼稚園）教育職（中学校・小学校教育職員給料表適用者）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ４２歳５月 ３７４，１７３円 ４１７，８２１円

ｅ 公安職（公安職給料表適用者）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ４１歳６月 ３４５，９１４円 ４５４，９１４円

注１ 平均給料月額とは、平成１８年４月１日現在における各職種ごとの職員の給料、給料の調整額及び教職調整額の合算額の平均であり、学歴、経験年数、
職位等の要素は、考慮に入れていません。

２ 平均給与月額とは、職員の給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、超過勤務手当などの諸手当の額を合計したものの平均です。

�イ 職員の初任給の状況（平成１８年４月１日現在）

平成１８年４月１日現在における代表的な職種の職員の初任給を国のそれと比較した状況は、以下のとおりです。

区 分 愛 媛 県 国

大学卒 １７０，２００円
�種１７９，２００円

一 般 行 政 職 �種１７０，２００円

高校卒 １３８，４００円 �種１３８，４００円

技 能 労 務 職
高校卒 １３４，０００円 －

中学卒 １２０，２００円 －

高 等 学 校 教 育 職 大学卒 １９８，１２０円 －

中学校・小学校教育職 大学卒 １９８，１２０円 －
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公 安 職
大学卒 １９０，１００円 ２００，８００円

高校卒 １５９，６００円 １５９，６００円

�ウ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成１８年４月１日現在）

平成１８年４月１日現在における代表的な職種の職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況は、以下のとおりです。

区 分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

一 般 行 政 職
大学卒 ２６４，５５３円 ３２１，３４６円 ３７５，６４７円

高校卒 ２１３，２１７円 ２６４，４３１円 ３２２，５４４円

技 能 労 務 職 高校卒 １８８，０３１円 ２４３，７５９円 ２７３，４７４円

高等学校教育職 大学卒 ３１０，３８４円 ３６４，０３２円 ３９９，６８７円

中学校・小学校

教 育 職
大学卒 ２９７，２６６円 ３６１，７８０円 ３９１，７９８円

公 安 職
大学卒 ２７４，３２６円 ３３９，８８３円 ３９４，３６８円

高校卒 ２３１，３７５円 ２８９，３６５円 ３５１，３５５円

注 経験年数とは、おおむね次のとおりです。
� 学歴取得後直ちに本県へ就職した者 県職員として在職した年数
� 学歴取得後無職の期間又は他へ就職していた期間を経て本県へ就職した者 無職の期間の４分の１及び他へ就職していた期間のおおむね１０分の８の
期間と県職員として在職した期間とを合算した年数

ウ 一般行政職の級別職員数等の状況

�ア 一般行政職の級別職員数の状況（平成１８年４月１日現在）

本県における一般行政職の職員に適用される行政職給料表は、職務により１級から９級までの９区分に分かれており、これらは、１０級制

となっている国の行政職俸給表�の１級から９級までの区分と同じです。
平成１８年４月１日現在における級別職員数とその構成比は、以下のとおりです。

（参考）１７年度までの級構成

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 区分 標準的な職務内容

１級 主事・技師 １７２人 ３．８％ １級 主事・技師

２級 主事・技師 ３７３人 ８．３％ ２級 主事・技師

３級 主任・係長 ９４８人 ２１．１％ ３級 主事・技師

４級 専門員 １，１４３人 ２５．５％ ４級 主査

５級 課長補佐 １，０６４人 ２３．７％ ５級 主任・係長

６級 課長 ５９６人 １３．３％ ６級 専門員

７級 参事 １１４人 ２．５％ ７級 課長補佐

８級 局長 ５７人 １．３％ ８級 課長

９級 部長 １７人 ０．４％ ９級 参事

計 ４，４８４人 １００．０％ １０級 局長

１１級 部長

注 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
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�イ 昇給期間短縮の状況

職員は、１２月ないし２４月の期間を良好な成績で勤務すれば昇給させることができる制度（普通昇給）のもと、勤務成績が特に優秀な職員

については、その期間を短縮して昇給（特別昇給）させています。

また、新たに採用された職員等についても、一定の条件を設けて昇給期間を短縮しています。

なお、平成１８年度からは、新たに勤務成績に応じて昇給に幅を持たせる査定昇給制度を導入したため、昇給期間の短縮は廃止しています。

これらの昇給期間短縮の実施状況は、以下のとおりです。

区 分 合 計 一般行政職 技能労務職
高 等 学 校

教 育 職

中学校・小

学校教育職
公 安 職

平

成

１７

年

度

職 員 数

（Ａ）
１９，６０１人 ４，５７５人 ５３３人 ３，６９７人 ８，４６９人 ２，３２７人

特別昇給

（Ｂ）
２，９３９人 ６８６人 ８０人 ５５４人 １，２７０人 ３４９人

比 率

（Ｂ／Ａ）
１５．０％ １５．０％ １５．０％ １５．０％ １５．０％ １５．０％

その他の昇給短縮

（Ｃ）
４５５人 ６０人 １人 ８０人 １７７人 １３７人

比 率

（Ｃ／Ａ）
２．３％ １．３％ ０．２％ ２．２％ ２．１％ ５．９％

昇給短縮計（Ｂ＋Ｃ）

（Ｄ）
３，３９４人 ７４６人 ８１人 ６３４人 １，４４７人 ４８６人

比 率

（Ｄ／Ａ）
１７．３％ １６．３％ １５．２％ １７．１％ １７．１％ ２０．９％
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平

成

１６

年

度

職 員 数

（Ａ）
１９，８５５人 ４，６６２人 ５４８人 ３，８１４人 ８，５２０人 ２，３１１人

特別昇給

（Ｂ）
２，９７７人 ６９９人 ８２人 ５７２人 １，２７８人 ３４６人

比 率

（Ｂ／Ａ）
１５．０％ １５．０％ １５．０％ １５．０％ １５．０％ １５．０％

その他の昇給短縮

（Ｃ）
５５０人 ９４人 ２人 １１３人 １９３人 １４９人

比 率

（Ｃ／Ａ）
２．８％ ２．０％ ０．２％ ３．０％ ２．３％ ６．４％

昇給短縮計（Ｂ＋Ｃ）

（Ｄ）
３，５２７人 ７９３人 ８３人 ６８５人 １，４７１人 ４９５人

比 率

（Ｄ／Ａ）
１７．８％ １７．０％ １５．１％ １８．０％ １７．３％ ２１．４％

エ 職員の手当の状況

職員には、基本給としての給料のほか、各職員の生活実態及び勤務条件の違い等を考慮して、各種の手当を支給しています。

主な手当は、以下のとおりであり、おおむね国と同じ内容となっています。

なお、各手当の支給実績及び１人当たり平均支給額は、平成１７年度普通会計決算ベースの額です。

�ア 期末手当・勤勉手当

愛 媛 県 国

１人当たり平均支給額（平成１７年度決算） －

１，７７３千円

（平成１７年度支給割合） （平成１６年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

３．０ 月分 １．４５ 月分 ３．０ 月分 １．４５ 月分

（１．６）月分 （０．７５）月分 （１．６）月分 （０．７５）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．６月分、勤勉手当１．８５月分とな
っています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。

�イ 退職手当（平成１８年４月１日現在）

愛 媛 県 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の在

職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額とし

て加算

定年前早期退職特別措置（３～３０％加算）

１人当たり平均支給額 ５，７９５千円 ２７，８６２千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた１１段階の調整月額を定め、職員の在

職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額とし

て加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）
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注 １人当たり平均支給額は、平成１７年度中に退職した職員に支給された額の平均です。

�ウ 地域手当（平成１８年４月１日現在）

地域手当は、民間賃金の地域間格差を適切に反映するため、東京都特別区及び大阪府大阪市に勤務する職員に対して支給するものです。

また、医師の採用を容易にするためにも支給しています。

なお、本年度からの地域手当の導入に伴い、従前の調整手当は廃止しました。

支 給 実 績（平成１７年度決算） ３６，８１９千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額（平成１７年度決算） ５８４，４２９円

区 分 支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数 国の支給率

医 師 １１％ ３０人 １１％

医師以外 東京都（特別区） １３％ ２３人 １３％

大阪府（大阪市） １１％ ６人 １１％

注 支給対象職員数は、平成１８年４月１日現在の職員数です。

�エ 特殊勤務手当（平成１８年４月１日現在）

特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な業務に従事する職員に、その勤務の特殊性に基づき支給するものです。

支給実績（平成１７年度決算） ６９４，８１１千円

支給職員１人当たり平均支給額（平成１７年度決算） ６０，６８７円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成１７年度） ５４．９％

手当の種類（手当数） ５９

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

県税事務従事職員の特殊勤務手当 県税事務に従事する職員 納税義務者、滞納者等を訪問して
行う県税の賦課及び徴収に関する
業務等

日額 ５００円

伝染病防疫作業従事職員の特殊勤
務手当

伝染病防疫業務に従事する職員 伝染病患者等の救護作業
伝染病菌の付着した物件等の処理
作業
伝染病菌を有する家畜等の防疫作
業

日額 ２９０円

工業技術センター、繊維産業試験
場、衛生環境研究所等に勤務する
職員の特殊勤務手当

工業技術センター、繊維産業試験
場、衛生環境研究所等に勤務する
職員

�人体に有毒なガスの発生を伴う
業務
�特に危険性を有する薬品を取り
扱う業務
�病理細菌を取り扱う業務

�日額 ２９０円
�及び�日額 ２００円

特殊現場作業従事職員の特殊勤務
手当

特殊現場作業に従事する職員 �トンネルの坑内で従事するトン
ネル掘り作業
�作業条件が劣悪な場所において
行われるダム建設作業
�墜落の危険が特に著しい箇所で
行う作業等
�橋脚の基礎工事等において水面
下４メートル以上の深所で行う作
業

�日額 ５６０円 ※
�日額 ３５０円 ※
�及び�日額 ２２０円 ※

レントゲン技術従事職員の特殊勤
務手当

レントゲン技術又はその補助に従
事する職員

レントゲンを使用して、有害放射
線の影響を受ける作業

日額 ２３０円

児童相談所、肢体不自由児施設、
知的障害者更生相談所及び精神保
健福祉センターに勤務する職員の
特殊勤務手当

児童相談所、肢体不自由児施設、
知的障害者更生相談所及び精神保
健福祉センターに勤務する職員

�児童の一時保護作業
�児童及び精神障害者等の心理判
定作業
�肢体不自由児の看護作業等
�精神障害者等の看護作業等

�日額 ３５０円
�及び�日額 ４２０円
�月額 ８，８００円 ※

児童自立支援施設に勤務する職員
の特殊勤務手当

児童自立支援施設に勤務する職員 児童の自立支援又は生活支援の業
務

給料月額の６／１００、８／１００又は
１４／１００の額

県警察に勤務する職員の特殊勤務
手当
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私服員の捜査、逮捕作業等手
当

当該作業に従事する私服警察職員 犯罪予防、捜査、被疑者逮捕作業 月額 １１，７６０円 ※

犯罪鑑識作業手当 当該作業に従事する警察職員 指紋、手口、写真等を利用する犯
罪鑑識作業

月額 ６，４４０円又は１１，７６０円
※

交通取締用自動車等運転作業
手当

当該作業に従事する警察職員 交通取締用自動車その他特殊自動
車運転作業

月額 ８，８２０円又は１１，７６０円
※

山岳捜索救難作業手当 山岳救助警備隊に属する警察職員 山岳において遭難事故が発生した
場合において行う遭難者の捜索救
難作業

日額 ８４０円

警ら作業手当 当該作業に従事する警察職員 警ら作業 月額 ７，１４０円 ※

身辺警護等作業手当 当該作業に従事する警察職員 �天皇又は皇后、皇太子又は皇太
子妃の警衛作業
�その他の要人等の警護作業

�日額 １，１５０円
�日額 ６４０円

銃器犯罪捜査作業手当 当該作業に従事する警察職員 �銃器等が使用されている犯罪現
場における被疑者逮捕等の作業
�銃器を所持する被疑者の逮捕、
警戒等の作業

�日額 １，６４０円
�日額 ８２０円又は１，１００円

無線電話送受作業手当 当該作業に従事する警察職員 特に優秀な技術を必要とする無線
電話送受作業

日額 ５０円又は４０円

ひき逃げ捜査作業手当 当該作業に従事する交通専務員 ひき逃げ捜査作業 日額 ５６０円

交通取締等作業手当 当該作業に従事する交通専務員 �共同危険行為取締作業
�交通取締り（�の作業を除
く。）、整理及び事故処理作業

�日額 ５６０円
�日額 ３１０円

留置場等看守作業手当 当該作業に従事する警察職員 留置場等において収容者を看守す
る作業

日額 ２３０円

被疑者護送作業手当 当該作業に従事する警察職員 被疑者護送作業 日額 ２３０円

火薬類取締作業手当 当該作業に従事する警察職員 火薬類の取締作業（不発弾の処理
作業を含む。）

日額 ２５０円 ※

夜間特殊作業手当 当該作業に従事する警察職員 夜間（深夜（午後１０時から翌日の
午前５時までの間）を含む時間）
に従事する特殊業務

１回 ４１０円、７３０円又は１，１００円

潜水作業手当 当該作業に従事する警察職員 潜水器具を着用して従事する潜水
作業

１時間 ３１０円又は７８０円

死体取扱作業手当 当該作業に従事する警察職員 �検視管理官が行う検視又は解剖
立会いの作業
�その他の死体取扱作業

�１回 ３，２００円
�１回 １，６００円

爆発物処理作業手当 当該作業に従事する警察職員 爆発物処理作業 １回 ５，２００円

特殊危険物質処理作業等手当 当該作業に従事する警察職員 �特殊危険物質（サリン等）の処
理作業
�特殊危険物質による被害の危険
がある区域内において行う作業
�特殊危険物質が発生するおそれ
がある実験作業

�日額 ５，２００円
�日額 ２５０円
�日額 ４６０円

緊急業務処理作業手当 当該作業に従事する警察職員 正規の勤務時間外に突発的な事件
又は事故の処理のため出勤を命じ
られ、夜間に従事する作業

１回 １，２４０円

運転免許技能試験作業手当 当該作業に従事する警察職員 道路において行う運転免許技能試
験作業

日額 ３１０円

少年補導作業手当 少年補導職員 少年補導作業 月額 ７，１３０円 ※

災害警備等作業手当 当該作業に従事する警察職員 異常な自然現象又は大規模な事故
により重大な災害が発生した箇所
等において行う災害警備、遭難救
助等の心身に著しい負担を与える
作業

日額 ８４０円

術科指導作業手当 当該作業に従事する術科指導員 術科指導作業（本務として従事す
る作業を除く。）

１時間 ３００円
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研究手当 保健所等に勤務する医師である職
員

診療、検診、検疫、救護等の業務 月額 １８，０００円から３０，０００円まで

漁獲手当 水産実習船に勤務する船員 漁労業務 漁獲物の売上高から市場等に納付
する手数料を差し引いた額の１６／
１００に相当する額（支給総額）

社会福祉業務従事職員の特殊勤務
手当

社会福祉主事
身体障害者更生相談所に勤務する
身体障害者福祉司
児童福祉司

要保護者等を訪問して行う指導等、
身体障害者に面接して行う相談等
又は児童等に面接して行う相談等
の業務

日額 ５１０円

精神保健指定医、診察立会職員及
び精神障害者移送に従事する職員
の特殊勤務手当

精神保健指定医、診察立会職員等 精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律に基づく診察、立会又は
移送の業務

日額 ３２０円

職業訓練事業に従事する職員の特
殊勤務手当

高等技術専門校に勤務する職業訓
練指導員

職業訓練業務 月額 １３，３００円

と畜検査業務従事職員の特殊勤務
手当

食肉衛生検査センターに勤務する
職員

と畜場法による獣畜のとさつ又は
解体の検査

日額 １，１８０円

動物園飼育作業従事職員の特殊勤
務手当

動物園に勤務する職員 猛獣、猛禽の診断、治療及び給飼
作業
猛獣・猛禽舎の清掃作業

日額 ３１０円

麻薬取締業務従事職員の特殊勤務
手当

麻薬取締員 麻薬及び向精神薬取締法による司
法警察職員として従事する危険な
職務

日額 ４２０円

爆発物取締業務従事職員の特殊勤
務手当

本庁爆発物取締主管課又は地方局
に勤務する職員

火薬類取締法又は高圧ガス保安法
に基づく完成検査、保安検査等の
業務

日額２５０円 ※

漁業取締作業従事職員の特殊勤務
手当

当該作業に従事する職員 漁業取締船に乗り組んで従事する
漁業取締作業

日額 ５００円

夜間看護手当 愛媛整肢療護園に勤務する看護師
又は准看護師

正規の勤務時間による勤務の一部
又は全部が深夜（午後１０時から翌
日の午前５時までの間）において
行われる看護等の業務

１回 ２，０００円から３，３００円まで

家畜保健衛生所に勤務する職員の
特殊勤務手当

家畜保健衛生所に勤務する獣医師
である職員

家畜保健衛生所法による家畜の伝
染病の予防、人工授精の実施等の
事務

月額 １５，３００円 ※

潜水手当 水産試験場に勤務する職員 海中の魚礁の状況、魚介類の育成
状況等を調査するため、潜水器具
を着用して行う潜水作業

１時間 ３１０円又は７８０円

用地交渉等業務に従事する職員の
特殊勤務手当

農林水産部農業振興局農地整備課、
土木部管理局用地課、地方局土地
改良主務課及び地方局建設部（土
木事務所を含む。）に勤務する職
員

公共事業の施行に伴う土地等の取
得及び権利の消滅等に伴う損失の
補償等に関し、これらの権利者等
と直接現地で行う交渉業務

日額 ６５０円

身体障害者等福祉業務従事職員の
特殊勤務手当

�身体障害者更生相談所に勤務す
る看護師等
�婦人相談所又はさつき寮に勤務
する職業訓練指導員又は生活指導
員

�看護業務
�職業訓練又は生活指導の業務

日額 ４２０円

精神障害者等訪問指導業務従事職
員の特殊勤務手当

保健所又は精神保健福祉センター
に勤務する保健師

精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律に基づき精神障害者等を
訪問して行う相談指導業務又は結
核予防法に基づく訪問指導業務

日額 ２３０円

航空手当 当該業務に従事する職員 �航空機の操縦業務
�航空機の整備業務
�航空機に搭乗して行う整備、訓
練、捜索救難、調査、漁業取締り
等の業務

�月額 １２７，５００円 ※
�月額 ２８，６００円 ※
�１時間 １，９００円
（整備士の場合は、２，２００円）

災害応急作業等手当 土木部河川港湾局河川課及び港湾
海岸課並びに道路都市局道路建設
課及び道路維持課並びに地方局建
設部（土木事務所及びダム管理事
務所を含む。）に勤務する職員

異常な自然現象により重大な災害
が発生した場合等に警戒水位を超
えている河川の堤防、通行が禁止
されている区間の道路等の危険な
区域において行われる次の作業
�巡回監視
�応急作業等

�日額 ４８０円
�日額 ７３０円
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食鳥検査業務従事職員の特殊勤務
手当

食肉衛生検査センターに勤務する
職員

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検
査に関する法律による食鳥検査業
務

日額 １，１８０円

特殊自動車運転作業手当 農業大学校、農業試験場、果樹試
験場、畜産試験場及び林業技術セ
ンターに勤務する職員

大型特殊自動車等の運転作業 日額 ２９０円

兼務手当 当該業務に従事する教育職員 定時制の課程の授業又は補助の業
務（本務として従事する業務を除
く。）

１時間 ５１０円、６１０円又は６７０円

添削手当 当該業務に従事する教育職員 通信制の課程を担任して行う添削
指導業務（本務として従事する業
務を除く。）

添削１回 １１０円

教員特殊業務手当 当該業務に従事する教育職員（職
務の級が中学校・小学校教育職員
給料表又は高等学校等教育職員給
料表の１級又は２級のものに限
る。）

�非常災害時における児童等の保
護又は緊急の防災等の業務
�児童等の負傷、疾病等に伴う救
急の業務等
�修学旅行、対外運動競技等にお
いて児童等を引率して行う指導業
務（泊を伴うもの等）
�部活動における児童等に対する
指導業務（週休日、休日等に行う
もの）
�入学試験における受験生の監督
等の業務（週休日、休日等に行う
もの）

�日額 ３，２００円
�日額 ３，０００円
�日額 １，７００円
�日額 １，２００円
�日額 ９００円

多学年学級担当手当 公立の小学校又は中学校の２又は
３の学年の児童等で編制されてい
る学級を担当する教育職員（一定
以上の授業時間数の者に限る。）

当該多学年学級における授業又は
指導業務

日額 ３５０円又は２９０円

教育業務連絡指導手当 教務主任、学年主任、生徒指導主
事等

教務その他の教育に関する業務に
ついての連絡調整及び指導助言の
業務

日額 ２００円

面接指導手当 当該業務に従事する教育職員 講師として通信制の課程の授業又
はその補助を行う業務（本務とし
て従事する業務を除く。）

１時間 ７６０円

野犬取扱作業手当 動物愛護センターに勤務する技能
労務職員

野犬取扱作業 日額 ４１０円

道路上作業手当 地方局建設部又は土木事務所に勤
務する技能労務職員

交通遮断することなく行う道路の
維持修繕、舗装の打換え等の作業

日額 ３００円

家畜ふん尿処理作業手当 養鶏試験場又は畜産試験場に勤務
する技能労務職員

たい肥舎等において行う有害物の
発生を伴う家畜ふん尿の処理作業

日額 ２９０円

注１ 支給単価に※印の付いているものは、日額にあっては従事時間数、又月額にあっては従事日数に応じた、それぞれ減額の規定があります。
２ 県警察に勤務する職員の特殊勤務手当については、月額手当と日額手当等の併給調整があります。

�オ 超過勤務手当

支給実績（平成１７年度決算額） ３，１８４，３２０千円

職員１人当たり平均支給年額（平成１７年度決算） １７１千円

支給実績（平成１６年度決算額） ３，３５１，８４６千円

職員１人当たり平均支給年額（平成１６年度決算） １７８千円
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�カ その他の手当（平成１８年４月１日現在）

手当名 内容 支給単価
国の制
度との
異 同

国の制度
と異なる
内 容

支給実績
（１７年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（１７年度決算）

扶 養 手 当

扶養親族のある職員に支
給

・配偶者 １３，０００円
・配偶者以外の扶養親族のうち２人目まで
６，０００円
・扶養親族でない配偶者を有する職員の扶
養親族のうち１人 ６，５００円
・配偶者のない職員の扶養親族のうち１人
１１，０００円
・その他の扶養親族 ５，０００円
満１５歳に達する日後の最初の年度�

�
�
�
�
�

初めから満２２歳に達する日以降の

�
�
�
�
�
�

最初の年度末までの子１人につき
５，０００円加算

同 －
千円

２，６４１，１８２
円

２４１，６６７

住 居 手 当

自ら居住するための住宅
等を借り受け、家賃等を
支払っている職員又はそ
の所有に係る住宅に居住
する職員で世帯主である
もの等に支給

【借家・借間居住者】
・家賃２３，０００円以下
家賃額－１２，０００円

・家賃２３，０００円超５５，０００円未満
（家賃額－２３，０００円）×１／２＋
１１，０００円
・家賃５５，０００円以上
２７，０００円（支給限度額）

同 －

千円
１，４０７，７８０

円
１２０，０４６

【持家居住者】
３，５００円

異

国制度
取得後５
年間まで
２，５００円

初 任 給
調 整 手 当

医師等採用による欠員の
補充が困難である職に採
用された職員等に支給

採用困難の程度等を考慮して定める職の区
分及び採用の日以後の期間の区分に応じて
支給
上限額：３０６，９００円

同 －
千円

７４，９７５
円

２，１４２，１４３

通 勤 手 当

通勤のため、交通機関等
を利用している職員又は
自動車等を使用している
職員等に支給

【公共交通機関利用者】
６箇月定期等廉価な価額による運賃等相当
額
上限額：７５，０００円

異
国上限額
５５，０００円

千円
１，６１９，８９２

円
９７，９６７【交通用具利用者】

距離に応じた定額
片道２�以上５�未満２，５００円

～
片道９５�以上４７，２００円

異
国上限額
２４，５００円

単身赴任手当

公署を異にする異動等に
伴い単身で生活すること
となった職員に対して支
給

２３，０００円＋加算額
加算額は、配偶者住居との距離に応じて６，
０００～４５，０００円

同 －
千円

２１２，０７８
円

２９８，２８１

管 理 職 手 当
管理又は監督の地位にあ
る職員に対して支給

給料月額に１００分の２５を超えない範囲で職
責に応じた一定率を乗じた額

同 －
千円

１，６１５，２６４
円

７１４，０８７

特地勤務手当及
び特地勤務手当
に準ずる手当

離島その他の生活の著し
く不便な地に所在する公
署等に勤務する職員に支
給

給料及び扶養手当の月額に対して、１００分
の４から１００分の２５までの範囲で、公署の
区分に応じた一定率を乗じた額

同 －
千円

６８，３３９
円

３５０，４５６

へき地手当及び
へき地手当に準
ずる手当

へき地学校等に指定され
た学校に勤務する教育職
員に対して支給

給料及び扶養手当の月額に対して、１００分
の２から１００分の２１までの範囲で、学校の
区分に応じた一定率を乗じた額

千円
４２１，６０２

円
４４８，５１３

定 時 制
通信教育手当

県立の高等学校で本務と
して定時制教育又は通信
教育に従事する教育職員
等に支給

給料月額に１００分の１０を乗じた額
（管理職手当との併給調整あり。） 千円

８４，１４７
円

４７２，７３６

産業教育手当

県立の高等学校で農業、
水産又は工業に係る産業
教育に従事する教育職員
に支給

給料月額に１００分の１０を乗じた額
（管理職手当等との併給調整あり。） 千円

１７３，５６５
円

４２７，５００

義 務 教 育 等
教員特別手当

小学校、中学校又は県立
学校に勤務する教育職員
に支給

上限額：２０，２００円
職務の級号給に応じた定額
（産業教育手当等との併給調整あり。）

千円
２，００８，６９１

円
１６５，４０６
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農 林 漁 業
普及指導手当

農林漁業の普及指導に関
する事務に従事する職員
に支給

給料月額に１００分の６を乗じた額
千円

５８，８２５
円

２６１，４４４

宿 日 直 手 当
職員が正規の勤務時間外
又は休日等に宿直又は日
直をした場合に支給

４，２００円／１回 ほか
（勤務時間による増減あり。） 同 －

千円
４４５，５７０

円
２３６，３７７

管 理 職 員
特別勤務手当

管理職手当を支給される
職員が週休日等に勤務し
た場合に支給

職責に応じて４，０００円～１２，０００円／１回の
定額
（６時間を超える場合は加算あり。）

同 －
千円

３０，８６２
円

２０４，３８４

夜 勤 手 当

正規の勤務時間として午
後１０時から翌日の午前５
時までの間に勤務する職
員に支給

勤務１時間につき、１時間当たりの給与
額に１００分の２５を乗じた額

同 －
千円

１６４，７６９
円

１７５，２８６

休 日 給
休日等における正規の勤
務時間中に勤務した職員
に支給

勤務１時間につき、１時間当たりの給与
額に１００分の１３５を乗じた額 同 －

千円
６４０，４９９

円
３４３，８００

注１ 支給単価のうち、特に記載の無いものは月額の単価です。
２ 農林漁業普及指導手当は、１７年４月から名称の変更及び支給率の引下げを行っています。

オ 特別職の報酬等の状況（平成１８年４月１日現在）

特別職の職員の給料月額又は報酬月額、期末手当の支給割合及び退職手当の算定方式等は、以下のとおりです。

区 分 給 料 月 額 等

給

料

知 事 １，０５６，０００円（１，３２０，０００円）

副 知 事 ８５８，５００円（１，０１０，０００円）

出 納 長 ７４８，０００円（ ８８０，０００円）

報

酬

議 長 ８７３，０００円（ ９７０，０００円）

副 議 長 ７８３，０００円（ ８７０，０００円）

議 員 ７３８，０００円（ ８２０，０００円）

期

末

手

当

知 事 （平成１７年度支給割合）

副 知 事 ３．３月分

出 納 長

議 長 （平成１７年度支給割合）

副 議 長 ３．３月分

議 員

退

職

手

当

（算定方式） （支給時期）

知 事 １３２万円×在職月数×０．７（任期毎）

副 知 事 １０１万円×在職月数×０．５（ 〃 ）

出 納 長 ８８万円×在職月数×０．４（ 〃 ）

注１ 給料月額及び報酬月額は、知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）及び愛媛県議会議員の報酬の特例に関する条例（平
成１５年愛媛県条例第４１号）に基づき、それぞれ知事２０％、副知事及び出納長１５％、議長、副議長及び議員１０％の減額をした後の額であり、（ ）内の金額
は、減額前の額を記載しています。

注２ 退職手当は、知事等の退職手当に関する条例（昭和３１年愛媛県条例第５４号）が平成１８年７月２１日付けで改正され、算定方式が次のとおり変更されていま
す。

知 事 １３２万円×在職月数×０．６
副知事 １０１万円×在職月数×０．４５
出納長 ８８万円×在職月数×０．３５
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カ 公営企業職員の状況

�ア 電気事業

県営電気事業は、昭和２８年１０月７日の営業開始以来５２年を経過し、現在、銅山川第一発電所（２機）、同第二発電所、同第三発電所、富

郷発電所、肱川発電所、道前道後第一発電所、同第二発電所及び同第三発電所の合計８発電所（９機）において、最大出力６７，０００キロワッ

トで営業しています。

ａ 職員給与費の状況

� 決算

区 分
総費用

（Ａ）

純損益又は

実質収支

職員給与費

（Ｂ）

総費用に占める職員

給与費比率（Ｂ／Ａ）

平成１６年度の総費用に

占める職員給与費比率

平成１７年度
千円 千円 千円 ％ ％

２，２８７，８８０ １７１，２７４ ５３４，９０３ ２３．４ ２４．６

注１ 決算には、消費税を含んでいません。
２ 職員給与費とは、職員に対して支給される給料及び扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当に要する経費であり、
退職手当に要する経費は、含んでいません。

� 予算

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

平成１８年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

７２ ３１４，７１１ ７３，５７６ １５９，４８３ ５４７，７７０ ７，６０８

注１ 職員数及び給与費は、平成１８年度当初予算に計上された数値であり、平成１８年４月１日現在の実職員数とは一致しません。
２ 職員手当には、退職手当に要する経費は、含んでいません。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成１８年４月１日現在）

県営電気事業に従事する平成１８年４月１日現在の職員数は、６６人であり、職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況は、以下のとお

りです。

区 分 平 均 年 齢 基本給 平均月収額

愛媛県公営企業

（電気事業）
４２歳７月 ３５９，５４０円

４６５，７４４円

（５９６，３５９円）

注１ 基本給とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。
２ 平均月収額とは、職員の基本給と毎月支払われる住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合計したものの平均であり、（ ）内の金額は、期末・勤
勉手当を含んだものです。

ｃ 職員の手当の状況

� 期末手当・勤勉手当

愛媛県公営企業（電気事業） 愛 媛 県

１人当たり平均支給額（平成１７年度） １人当たり平均支給額（平成１７年度）

１，７７７千円 １，７７３千円

（平成１７年度支給割合） （平成１７年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

３．０ 月分 １．４５ 月分 ３．０ 月分 １．４５ 月分

（１．６）月分 （０．７５）月分 （１．６）月分 （０．７５）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
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注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．６月分、勤勉手当１．８５月分とな
っています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。

� 退職手当（平成１８年４月１日現在）

愛媛県公営企業（電気事業） 愛 媛 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の在

職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額とし

て加算

定年前早期退職特別措置（３～３０％加算）

１人当たり平均支給額 ３，００３千円 ２７，１８６千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の在

職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額とし

て加算

定年前早期退職特別措置（３～３０％加算）

１人当たり平均支給額 ５，７９５千円 ２７，８６２千円

注 １人当たり平均支給額は、平成１７年度中に退職した職員に支給された額の平均です。

� 地域手当（平成１８年４月１日現在）

支給対象職員は、いません。

� 特殊勤務手当（平成１８年４月１日現在）

支給総額（平成１７年度決算） ６５千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成１７年度決算） ２，２４１円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成１７年度） ４０．８％

手当の種類（手当数） ２

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

危険作業手当 発電所又は工業用水管理事務所に
勤務する職員

�傾斜３０度以上の水圧管施設工事
及び内部工事の作業等
�水圧鉄管充水中の水車ケーシン
グ及びドラフトチューブの内部作
業等
�ずい道水圧管内における調査、
測量作業等
�地上又は水面上１０メートル以上
の墜落の危険が特に著しい箇所で
行う工事の監督、調査等

か

�金属ナトリウム、苛性アルカリ
類、硝酸及び亜硝酸等を取扱う業
務

�日額 ５７０円
�日額 ４００円
�日額 ３４０円
�日額 ２２０円
�日額 ２００円

用地交渉等業務手当 公営企業管理局に勤務する職員 公共事業の施行に伴う土地等の取
得及び権利の消滅等に伴う損失の
補償等に関し、これらの権利者等
と直接現地で行う交渉業務

日額 ６５０円

	 時間外勤務手当

支給実績（平成１７年度決算） ５７，２９９千円

職員１人当たり平均支給年額（平成１７年度決算） ９７１千円

支給実績（平成１６年度決算） ４９，１３３千円

職員１人当たり平均支給年額（平成１６年度決算） ７９２千円

注 職員１人当たり平均支給年額には、休日勤務手当を含んでいます。

愛 媛 県 報平成１８年９月２９日 第１７９９号

８１９



� その他の手当（平成１８年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（１７年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（１７年度決算）

扶 養 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１２，７２１
円

２６５，０２１

住 居 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
４，６４５

円
１０３，２２２

通 勤 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
５，０４６

円
１００，９２０

単身赴任手当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
１，５９６

円
３１９，２００

管 理 職 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
８，９８５

円
７４８，７５０

特地勤務手当及
び特地勤務手当
に準ずる手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
２，８７８

円
３１９，７７８

宿 日 直 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

管 理 職 員
特別勤務手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
１０２

円
１１，３３３

夜間勤務手当 一般行政職の夜勤手当の制度と同じ。 同 －
千円
３，２３９

円
１７９，９４４

�イ 工業用水道事業

県営工業用水道事業は、昭和３９年４月１日の営業開始以来４２年を経過し、現在、松山・松前地区工業用水道、今治地区工業用水道、西条

地区工業用水道（一部給水）の３地区において、給水能力２３８，１３３立方メートルで営業しています。

ａ 職員給与費の状況

� 決算

区 分
総費用

（Ａ）

純損益又は

実質収支

職員給与費

（Ｂ）

総費用に占める職員

給与費比率（Ｂ／Ａ）

平成１６年度の総費用に

占める職員給与費比率

平成１７年度
千円 千円 千円 ％ ％

１，１９９，８１８ １３３，６９８ ２０８，３３８ １７．４ １７．９

注１ 決算には、消費税を含んでいません。
２ 職員給与費とは、職員に対して支給される給料及び扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当に要する経費であり、
退職手当に要する経費は、含んでいません。

� 予算

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

平成１８年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

３１ １４１，６０２ ３６，６０２ ６０，５８０ ２３８，７８４ ７，７０３

注１ 職員数及び給与費は、平成１８年度当初予算に計上された数値であり、平成１８年４月１日現在の実職員数とは一致しません。
２ 職員手当には、退職手当に要する経費は、含んでいません。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成１８年４月１日現在）

県営工業用水道事業に従事する平成１８年４月１日現在の職員数は、２９人であり、職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況は、以下

のとおりです。
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区 分 平 均 年 齢 基本給 平均月収額

愛媛県公営企業

（工業用水道事業）
４２歳７月 ３５３，９０２円

４１９，２６４円

（５４７，８８５円）

注１ 基本給とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。
２ 平均月収額とは、職員の基本給と毎月支払われる住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合計したものの平均であり、（ ）内の金額は、期末・勤
勉手当を含んだものです。

ｃ 職員の手当の状況

� 期末手当・勤勉手当

愛媛県公営企業（工業用水道事業） 愛 媛 県

１人当たり平均支給額（平成１７年度） １人当たり平均支給額（平成１７年度）

１，８１６千円 １，７７３千円

（平成１６年度支給割合） （平成１６年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

３．０ 月分 １．４５ 月分 ３．０ 月分 １．４５ 月分

（１．６）月分 （０．７５）月分 （１．６）月分 （０．７５）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．６月分、勤勉手当１．８５月分とな
っています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。

� 退職手当（平成１８年４月１日現在）

愛媛県公営企業（工業用水道事業） 愛 媛 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の在職

期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額として加

算

定年前早期退職特別措置（３～３０％加算）

１人当たり平均支給額 － 千円 － 千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．７５月分 ４２．１２月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の在職

期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額として加

算

定年前早期退職特別措置（３～３０％加算）

１人当たり平均支給額 ５，７９５千円 ２７，８６２千円

注 １人当たり平均支給額は、平成１７年度中に退職した職員に支給された額の平均です。

� 地域手当（平成１８年４月１日現在）

支給対象職員は、いません。
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� 特殊勤務手当（平成１８年４月１日現在）

支給総額（平成１７年度決算） １３５千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成１７年度決算） ６，１３６円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成１７年度） ７５．９％

手当の種類（手当数） ２

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

危険作業手当 発電所又は工業用水管理事務所に
勤務する職員

�傾斜３０度以上の水圧管施設工事
及び内部工事の作業等
�水圧鉄管充水中の水車ケーシン
グ及びドラフトチューブの内部作
業等
�ずい道水圧管内における調査、
測量作業等
�地上又は水面上１０メートル以上
の墜落の危険が特に著しい箇所で
行う工事の監督、調査等

か

�金属ナトリウム、苛性アルカリ
類、硝酸及び亜硝酸等を取扱う業
務

�日額 ５７０円
�日額 ４００円
�日額 ３４０円
�日額 ２２０円
�日額 ２００円

用地交渉等業務手当 公営企業管理局に勤務する職員 公共事業の施行に伴う土地等の取
得及び権利の消滅等に伴う損失の
補償等に関し、これらの権利者等
と直接現地で行う交渉業務

日額 ６５０円

� 時間外勤務手当

支給実績（平成１７年度決算） ９，１３８千円

職員１人当たり平均支給年額（平成１７年度決算） ４３５千円

支給実績（平成１６年度決算） ９，８０９千円

職員１人当たり平均支給年額（平成１６年度決算） ４６７千円

注 職員１人当たり平均支給年額には、休日勤務手当を含んでいます。

� その他の手当（平成１８年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（１７年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（１７年度決算）

扶 養 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
４，８９４

円
１９５，７６０

住 居 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
２，９７９

円
１１９，１６０

通 勤 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
２，２５９

円
１４１，１８８

単身赴任手当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
２，００４

円
２８６，２８６

管 理 職 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
５，５１６

円
６８９，５００

特地勤務手当及
び特地勤務手当
に準ずる手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

宿 日 直 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

管 理 職 員
特別勤務手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

夜間勤務手当 一般行政職の夜勤手当の制度と同じ。 同 －
千円
２，５０８

円
２２８，０００
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�ウ 病院事業

県営病院事業は、昭和３１年１０月１日県衛生部から移管を受けて以来４９年を経過し、現在、中央、今治、三島、南宇和及び新居浜の５病院

で、病床数１，９０５床を有し、それぞれの地域における中核的医療機関として、その機能を発揮しています。（北宇和病院については、平成

１８年３月３１日をもって廃止しました。）

ａ 職員給与費の状況

� 決算

区 分
総費用

（Ａ）

純損益又は

実質収支

職員給与費

（Ｂ）

総費用に占める職員

給与費比率（Ｂ／Ａ）

平成１６年度の総費用に

占める職員給与費比率

平成１７年度
千円 千円 千円 ％ ％

４０，３９９，７８８ △２，１１９，３５７ １４，４４８，７６０ ３５．８ ３８．１

注１ 決算には、消費税を含んでいません。
２ 職員給与費とは、職員に対して支給される給料及び扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当に要する経費であり、
退職手当に要する経費は、含んでいません。

� 予算

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

平成１８年度

人 千円 千円 千円 千円 千円

２，０１３

（３）

７，６８２，８３０ ３，２３７，４８４ ３，１４９，０７０ １４，０６９，３８４ ６，９８９

注１ 職員数及び給与費は、平成１８年度当初予算に計上された数値であり、平成１８年４月１日現在の実職員数とは一致しません。
２ 職員手当には、退職手当に要する経費は、含んでいません。
３ （ ）内の数値は、再任用短時間勤務職員の数であり、内数です。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成１８年４月１日現在）

県営病院事業に従事する平成１８年４月１日現在の職員数（再任用短時間勤務職員１人を含まない。）は、１，９７５人であり、職員の平均年

齢、基本給及び平均月収額の状況は、以下のとおりです。

区 分 平 均 年 齢 基本給 平均月収額

愛媛県

医 師 ４２歳９月 ５４２，１４７円 １，０５０，１５４円

（１，２２６，６３２円）

看 護 師 ３５歳１月 ２８７，４８１円 ３５５，８９５円

（４６１，３７９円）

事務職員 ４４歳６月 ３７９，６３３円 ５６０，５２５円

（６９８，３６１円）

注１ 基本給とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。
２ 平均月収額とは、職員の基本給と毎月支払われる住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合計したものの平均であり、（ ）内の金額は、期末・勤
勉手当を含んだものです。
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ｃ 職員の手当の状況

� 期末手当・勤勉手当

愛媛県公営企業（病院事業） 愛 媛 県

１人当たり平均支給額（平成１７年度） １人当たり平均支給額（平成１７年度）

１，５２２千円 １，７７３千円

（平成１６年度支給割合） （平成１６年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

３．０ 月分 １．４５ 月分 ３．０ 月分 １．４５ 月分

（１．６）月分 （０．７５）月分 （１．６）月分 （０．７５）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．６月分、勤勉手当１．８５月分とな
っています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。

� 退職手当（平成１８年４月１日現在）

愛媛県公営企業（病院事業） 愛 媛 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の在

職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額とし

て加算

定年前早期退職特別措置（３～３０％加算）

１人当たり平均支給額

医 師 ２，０７５千円 ３１，１３４千円

看護師 １，７１６千円 ２２，６８２千円

その他 ９６７千円 ２４，１８５千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の在

職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額とし

て加算

定年前早期退職特別措置（３～３０％加算）

１人当たり平均支給額 ５，７９５千円 ２７，８６２千円

注１ １人当たり平均支給額は、平成１７年度中に退職した職員に支給された額の平均です。
２ １人当たり平均支給額のその他は、医師及び看護師を除くすべての職員です。

� 地域手当（平成１８年４月１日現在）

支 給 総 額（平成１７年度決算） １４９，１４６千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額（平成１７年度決算） ５９６，５８４円

区 分 支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数 愛媛県の制度（支給率）

医 師 １１％ ２３９人 １１％

注 支給対象職員数は、平成１８年４月１日現在の職員数です。１７年度は調整手当の額です。
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� 特殊勤務手当（平成１８年４月１日現在）

支給総額（平成１７年度決算） ５２２，７５３千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成１７年度決算） ３２７，７４５円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成１７年度） ７６．８％

手当の種類（手当数） ９

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

結核病とう勤務手当 病院の結核病棟に勤務する職員 病院の結核病棟において行う患者
の看護又は患者に接する職務

日額 ２９０円

病理細菌取扱手当 病院の試験室等において病理又は
危険である細菌の検査研究等に従
事する職員

病院の試験室等において行う病理
又はコレラ、赤痢等危険である細
菌の検査、研究等

日額 ２００円

放射線技術勤務手当 放射線技術又はその補助に従事す
る職員

病院において行う有害放射線の影
響を受ける作業

日額 ２３０円

伝染病医療従事手当 病院において伝染病患者等の診療、
看護等に従事する職員

伝染病患者等の診療又は看護
伝染病菌の付着した物件等の処理
作業

日額 ２９０円

精神病棟等勤務手当 病院の精神病棟又は精神科に勤務
する職員

精神病患者等の看護又はこれらの
者に接する業務

日額 ３２０円

研究手当 病院に勤務する医師 診療、検診又は救護等の業務 月額 ２４，０００円又は３０，０００円

夜間看護等手当 �病院で深夜に勤務する看護師等
�病院に勤務する医療職給料表の
適用を受ける職員

�正規の勤務時間による勤務の一
部又は全部が深夜（午後１０時から
翌日の午前５時までの間）におい
て行われる看護等の業務
�救急患者に対処するため自宅等
で待機中に呼出しを受け、正規の
勤務時間以外の時間において行っ
た手術等の業務

�１回 ２，０００円から３，３００円まで
�１回 １，６２０円

航空手当 航空機に搭乗して診療、調査等の
業務に従事する職員

航空機に搭乗して行う診療、看護、
調査、捜索救難等の業務

１時間 １，９００円

救急医療従事手当 病院に勤務する医師 当直勤務中において行う救急医療
業務

１時間当たりの給与額×従事時間

� 時間外勤務手当

支給実績（平成１７年度決算） １，２９９，８３０千円

職員１人当たり平均支給年額（平成１７年度決算） ６６０千円

支給実績（平成１６年度決算） １，２１０，３５５千円

職員１人当たり平均支給年額（平成１６年度決算） ６０７千円

注 職員１人当たり平均支給年額には、休日勤務手当を含んでいます。

� その他の手当（平成１８年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（１７年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（１７年度決算）

扶 養 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１６５，９９６
円

２１５，０２０

住 居 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

２３３，６４２
円

１９１，０４０

通 勤 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１２４，４１４
円

８８，７４０

単身赴任手当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１１，４２１
円

３０８，６７６
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管 理 職 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

５２，３６８
円

９５２，１４５

初 任 給
調 整 手 当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

５７４，７５６
円

２，３１７，５６５

宿 日 直 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１８４，２７３
円

３１７，７１２

管 理 職 員
特別勤務手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
５，１２５

円
１５０，７３５

夜間勤務手当 一般行政職の夜勤手当の制度と同じ。 同 －
千円

１８０，０７５
円

１６１，０６９

� 特別職の報酬等の状況（平成１８年４月１日現在）

特別職である管理者の給料月額、期末手当の支給割合及び退職手当の算定方式等は、以下のとおりです。

区 分 給 料 月 額 等

給 料 ７０５，５００円（８３０，０００円）

（平成１７年度支給割合）

期末手当 ３．３月分

（算定方式） （支給時期）

退職手当 ８３万円×在職月数×０．３５（任期毎）

注１ 給料月額は、知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）に基づき１５％の減額をした後の額であり、（ ）内の金額は、
減額前の額を記載しています。

２ 退職手当は、知事等の退職手当に関する条例（昭和３１年愛媛県条例第５４号）が平成１８年７月２１日付けで改正され、算定方式が次のとおり変更されていま
す。
８３万円×在職月数×０．３

� 勤務時間その他の勤務条件の状況

ア 勤務時間の状況

職員の勤務時間は、１週間当たり４０時間で、公務の運営上の事情等により特別の形態によって勤務する必要のある職員を除き、午前８

時３０分から午後５時１５分までとなっています。また、休憩時間は、午後零時１５分から午後１時まで、休息時間は、午後零時から午後零時

１５分までと午後５時から午後５時１５分まで（警察本部は、午後３時から午後３時１５分まで）となっています。

イ 休暇の状況

� 年次有給休暇

年次有給休暇は、１年ごとに２０日付与され、残日数は、翌年に限り繰り越すことができます。平成１７年の職員１人当たりの年次有給休暇

の取得状況は、以下のとおりです。

（単位：日）

区 分 知 事 公営企業管理者 人 事 委 員 会 議 会 議 長 代 表 監 査 委 員 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長

平均取得日数 ８．５ ５．５ ４．６ ９．５ ６．２ ７．３ ４．０

� その他の休暇

負傷や病気による療養、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故など条例や人事委員会規則で定める事由に該当する場合には、有給

の休暇を付与しています。また、職員の配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負傷、疾病又は障害のため介護を必要とするものを介護する

場合には、無給の休暇を付与しています。
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ウ 休業の状況

� 育児休業

職員が３歳に満たない子を養育するため、当該子が３歳に達する日まで、育児のために休業することが認められる制度です。育児休業を

している期間については、給与は、支給されません。平成１７年度における育児休業者数は、６４６人です。任命権者別の内訳は、以下のとおり

です。

（単位：人）

区 分 知 事 公営企業管理者 議 会 議 長 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

育児休業者数 ５０ １６８ ２ ４０１ ２５ ６４６

� 部分休業

職員が３歳に満たない子を養育するため、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて２時間を超えない範囲内で、勤務し

ないことが認められる制度です。部分休業をしている時間については、給与が減額されます。平成１７年度における部分休業者数は、２人で

す。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知 事 教 育 委 員 会 合 計

部分休業者数 １ １ ２

� 修学部分休業

職員が自発的に大学等の教育施設で修学する場合、公務の運営に支障がなく、かつ、職員の公務に関する能力の向上に資すると認められ

るときは、給与を減額して、週２０時間以内の時間、２年間を限度に、修学のために必要な時間を休業することが認められる制度です。平成

１７年度における修学部分休業者数は、０人です。

� 高齢者部分休業

定年退職日前５年間の職員が希望する場合、公務運営に支障がない場合は、給与を減額して、週２０時間以内の時間、定年退職日までの間、

勤務時間を短縮することが認められる制度です。平成１７年度における高齢者部分休業者数は、０人です。

� 大学院修学休業

公立学校の教員が、大学院や大学の専攻科の課程に在学して、その課程を履修するため、３年を超えない範囲内で休業することが認めら

れる制度です。平成１７年度における休業者数は、１人です。

� 分限及び懲戒処分の状況

ア 分限処分の状況

分限処分とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に、公務能率の維持を目的としてなされる不利益処分であり、その種

類は、免職、休職又は降任があります。平成１７年度における分限処分数は、１７３件で、いずれも休職処分です。任命権者別の内訳は、以下

のとおりです。

（単位：件）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

休 職 ５９ １５ ８８ １１ １７３

愛 媛 県 報平成１８年９月２９日 第１７９９号

８２７



イ 懲戒処分の状況

懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的としてなさ

れる不利益処分であり、その種類は、免職、停職、減給又は戒告があります。平成１７年度における懲戒処分数は、３０件です。任命権者別の

内訳は、以下のとおりです。

（単位：件）

区 分 知 事 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

免 職 ０ ４ ０ ４

停 職 ０ ２ ０ ２

減 給 ６ ８ ３ １７

戒 告 ７ ０ ０ ７

合 計 １３ １４ ３ ３０

� 服務の状況

地方公務員法第３０条では、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行

に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は、

職員に対し、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、職務上知り得た秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治

的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等への従事制限など、服務上の強い制約を課しています。各任命権者においては、平成１７年度

において、以下の措置を講じました。

ア 知事、公営企業管理者、人事委員会、議会議長及び代表監査委員

� 綱紀の保持、服務規律の確保等を図るため、次に掲げる通知を発出し、職員に対し、その徹底を図りました。

通 知 概 要

交通事故等の防止について 交通事故及び交通違反の防止について、注意喚起を行いました。

衆議院議員総選挙における地方公務員の服務

規律の確保について
衆議院議員総選挙における職員の服務規律の確保について周知徹底しました。

綱紀の保持及び服務規律の確保について

年末、年始を控え、綱紀の保持及び服務規律の確保を一層徹底し、県政に対する県民の付託に応えるため、

県民に目線を合わせた県政の推進、利害関係者との会食等の自粛、虚礼の廃止、業務の適正な執行及び経費

の節減、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止等について徹底しました。

� 職場におけるセクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントを防止することを目的として、管理職等を対象に研修を実施する

とともに、全職員を対象に職場研修を実施しました。

� 愛媛県又は愛媛県職員に対して行われる不当要求行為等に対し、職員の安全及び県行政の適正かつ円滑な執行を確保するため、愛媛県

として組織的かつ統一的に対応する際の具体的な応対要領等に関する研修会を実施しました。

イ 教育委員会

綱紀の保持、服務規律の確保等を図るため、次に掲げる通知を発出し、職員に対し、その徹底を図りました。

通 知 概 要

教職員等の選挙運動の禁止等について 衆議院議員総選挙における教職員の服務規律の確保について周知徹底しました。

衆議院議員総選挙における地方公務員の服務

規律の確保について
衆議院議員総選挙における教職員の服務規律の確保について周知徹底しました。

教職員の不祥事撲滅のための申し合わせ
不祥事撲滅のため市町教育委員会教育長と県立学校長が申し合わせた事項について、各学校に送付し、指

導の徹底を図りました。

綱紀の保持及び服務規律の確保について

年末、年始を控え、綱紀の保持及び服務規律の確保を一層徹底し、教育行政や学校教育に対する県民や児

童生徒の信頼を著しく損ねることのないよう、利害関係者との会食等の自粛、虚礼の廃止、業務の適正な

執行及び経費の節減、セクシュアル・ハラスメントの防止等について徹底しました。
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教職員の綱紀粛正と不祥事の防止について

小中県立学校教職員に対し、「酒気帯び運転」「通貨偽造及び偽造通貨行使容疑」「児童買春容疑」で逮

捕されるなど、社会に深刻な影響を与える不祥事が複数発生したことをふまえ、犯罪行為は絶対に許され

るべきものではないことを再認識し、信頼される教職員として自覚をもって行動するよう綱紀の保持につ

いて一層の徹底を図りました。

教職員の綱紀粛正の徹底について

小中県立学校教職員に対し、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」

違反容疑で逮捕される事件が再発し、県民の学校教育並びに教職員に対する信頼を著しく損なう事態とな

ったことをふまえ、教職員としての信用を失墜させることのないよう綱紀の保持について一層の徹底を図

りました。

ウ 警察本部長

� 綱紀の保持、服務規律の確保等を図るため、次に掲げる通知を発出し、職員に対し、その徹底を図りました。

通 知 概 要

職務倫理教養資料「セクハラ行為の絶無」の

活用について

本県をはじめ全国的に同種事案が発生していることに鑑み、教養資料を作成し、効果的活用を指示しまし

た。

夏季における規律の保持と各種事故防止につ

いて

非違事案の防止、交通事故の防止、殉職・受傷事故の防止、被留置者事故の防止に関する指導教養を行い、

各種事故防止に努めました。

第４４回衆議院議員総選挙における職員の規律

の保持について

警察職務の特殊性を認識させ、選挙に関する基本的留意事項を職員に周知徹底し、服務規律の確保を図り

ました。

年末年始における規律の保持と各種事故防止

について

非違事案の防止、交通事故の防止、殉職・受傷事故の防止、適正かつ的確なけん銃使用、被留置者事故の

防止に関する指導教養を行い、各種事故防止に努めました。

基本に忠実な職務執行と業務管理の徹底につ

いて

年末まで業務多忙が予想される中、改めて基本に忠実な職務執行と業務管理の徹底を指示し、適正な職務

執行に努めました。

職員による交通違反の絶無と公用車の交通事

故防止の徹底について

職員による速度違反や公用車による交通事故が発生していることに鑑み、交通違反・事故の防止について

注意喚起しました。

人事異動期における規律の保持と各種事故防

止について

非違事案の防止、交通事故の防止、殉職・受傷事故の防止、被留置者事故の防止に関する指導教養を行い、

各種事故防止に努めました。

� 各所属においてセクシュアル・ハラスメント教養を行い、全職員に対してセクシュアル・ハラスメント防止対策の徹底を図りました。

また、セクハラ相談員に対して、各所属で苦情相談対応要領の教養を行いました。

� 研修及び勤務成績の評定の状況

ア 研修の状況

職員の勤務能率の発揮及び増進のため、平成１７年度は、各任命権者において以下のとおり研修を実施しました。

� 知事

ａ 研修所における研修

愛媛県研修所において、教員、警察官を除く各任命権者の職員を対象に、以下のとおり研修を実施しました。

区 分 研修の概要 実施状況

階 層 別 研 修
新規採用職員、採用２年目の職員、採用７年目の職員、係長・課長補佐・課長級の新任者、部長・次長級の現

任者を対象に、それぞれの階層に共通に必要とされる知識・技術の習得を目的とする研修

７コース

参加者 ７６８人

専 門 研 修 受講を希望する職員を対象に、条例立案、法人会計等の専門的な知識・技術の習得を目的とする研修
１３コース

参加者 ２０８人

部 局 研 修
新たに税務・生活保護等の業務に従事する職員を対象に、担当する業務に直結する知識・技術の習得を目的と

する研修

６コース

参加者 １２７人

ｂ 派遣研修

広範な専門知識や実務能力等の習得、幅広い視野のかん養を図るため、中央省庁（７人）や自治大学校（２人）、民間企業等（４人）へ

職員を派遣しました。

また、外国における行政制度及び専門技術の調査研究を行わせるために短期の海外派遣（４人）を行ったほか、独立行政法人日本貿易振
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興機構（２人）や財団法人自治体国際化協会（２人）に職員を長期派遣し、国際化に対応できる人材の育成に努めました。

ｃ 職員の自己啓発を促進するため、自主研究グループ（５グループ）の育成を行いました。

� 公営企業管理者

医療に関する高度な技術や専門知識を習得することにより、県立病院の医療水準の向上を図るため、医師を国内の先進・専門医療機関（２

人）や海外の学会（４人）に派遣しました。

また、看護に関する高度な技術や専門知識を習得することにより、県立病院の看護水準の向上を図るため、看護師に国等の研修機関が実

施する研修を受講させました。（１５人）

� 代表監査委員

監査を行う上で必要とされる専門知識や技術を習得し、その資質の向上を図るため、国の専門機関等が実施する研修を受講させました。

（１０人）

� 教育委員会

ａ 教職員としての指導力や資質の向上を図るため、総合教育センター等において、専門的・実践的な研修を以下のとおり実施しました。

区 分 研修の概要 実施状況

基 礎 研 修 教員の初任者、５年経験者、１０年経験者を対象に、教育公務員特例法により義務付けられ

ている基礎研修等

〔市町立学校教職員〕

３コース 参加者 ２２２人

〔県立学校教職員〕

１５コース 参加者 ２１４人

職 務 別 研 修 新任の校長、教頭、生徒指導主事等を対象に、校務分掌や職位等に関係する必要な知識・

技能の習得を目的とする義務的研修

〔市町立学校教職員〕

９コース 参加者 ２，０２７人

〔県立学校教職員〕

１８コース 参加者 １，０８４人

課 題 別 研 修 受講を希望する教職員を対象に、英語指導や情報教育等の高い専門知識・技能の習得を目

的とする研修

〔市町立学校教職員〕

１３コース 参加者 １，７５１人

〔県立学校教職員〕

１８コース 参加者 １，２３４人

ｂ 教職員としての指導力や資質向上を目的として、国内の研修機関等や大学院等の教育機関への派遣及び海外派遣について、以下のとお

り実施しました。

区 分 研修の概要 実施状況

国 内 派 遣 多様な研修の確保の観点から、教職員の自己研修の奨励と学習指導力の向上を目的と

して、職員派遣研修を実施した。

〔市町立学校教職員〕

独立行政法人教員研修センター等６５人

〔県立学校教職員〕

独立行政法人教員研修センター等４９人

大 学 院 等 派 遣 高度で広範囲な課題に対応する資質を養うことを目的として、国立大学大学院等へ派

遣した。

〔市町立学校教職員〕

愛媛大学大学院等 １４人

〔県立学校教職員〕

愛媛大学大学院等 ８人

海 外 派 遣 教職員に諸外国の教育、文化の実情を理解させ、国際的視野に立った識見を深めるこ

とを目的として、海外へ派遣した。

〔市町立学校教職員〕

シンガポール等 １３人

〔県立学校教職員〕

オーストラリア等 ８人

� 警察本部長

警察教養規則により、警察職員１人１人が、警察法の精神にのっとり、民主警察の本質と警察の責務とを自覚し、職務に係る倫理を保持

し、適正に職務を遂行する能力を修得することを目的に、道府県警察学校等において警察教養を行うこととされています。愛媛県警察学校

においては、平成１７年度は、採用時教養（８期２５５人）、昇任時教養（２期３２人）、専科（４０期５１４人）の警察教養を行いました。
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また、警察職員として必要な知識及び技能等を習得させるため、警察庁が設置する管区警察学校（１８３人）、警察大学校（８６人）及び法

科学研修所（８人）で警察教養を行いました。

イ 勤務成績の評定の状況

� 定期人事考課

ａ 知事、公営企業管理者、人事委員会、議会議長、代表監査委員、教育委員会（事務局職員）

課長級以下の一般職の職員を対象に、平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの期間の勤務状況について、勤務評定を行いました。

勤務評定は、評定を受ける職員の直近上位の職位となる管理職職員が評定者として、職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、評定

者の直近上位の職位となる管理職職員が調整者として、評価結果の調整を行います。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用

しました。

また、勤務評定と併せ、人事異動に当たっての希望並びに勤務状況についての自己評価及び現在の仕事についての成果等を申告する自己

申告書を職員に提出させ、人事異動において活用しています。

ｂ 教育委員会（市町立学校教職員）

平成１６年１１月１日から平成１７年１０月３１日までの期間の勤務状況について、勤務評定を行いました。勤務評定は、校長の評定は市町教育長

が評定者として、その他の教職員の評定は校長が評定者として、教職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、市町教育長が調整者と

して、評価結果の調整を行います。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用しました。

また、勤務評定と併せ、人事異動に当たっての希望を教職員に提出させ、人事異動において活用しています。

ｃ 教育委員会（県立学校教職員）

平成１６年１１月１日から平成１７年１０月３１日までの期間の勤務状況について、勤務評定を行いました。勤務評定は、校長の評定は愛媛県教育

長が評定者として、その他の教職員の評定は校長が評定者として、教職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、愛媛県教育長が調整

者として、評定結果の調整を行います。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用しました。

また、勤務評定と併せ、人事異動に当たっての希望を教職員に提出させ、人事異動において活用しています。

ｄ 警察本部長

平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの期間の勤務状況について、勤務評定を行いました。勤務評定は、上席係長以上の警察官又

は課長補佐以上の一般職員が一次・二次の評定者として、職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、評定者の直近上位の職位となる

管理職職員が調整者として、評定結果の調整を行います。調整結果は、調整者の上位の職位にある確認者に提出し、確認者は、評定が不適

当であると認められたときは、調整者に評定結果を再調整させます。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用しました。

また、勤務評定と併せ、人事異動に当たっての希望並びに勤務状況についての自己評価及び設定した目標の達成度をみる評価等を職員に

提出させ、人事異動において活用しています。

� 特別人事考課

ａ 知事、公営企業管理者、人事委員会、議会議長、代表監査委員、教育委員会（事務局職員）

条件附採用期間中の職員を対象に、採用の日から５か月を経過した日までの期間の勤務状況について、勤務評定を行い、所属長（部長、

病院長等）が、職務遂行能力及び適性等を評価しました。評定結果は、当該職員の正式採用の可否の決定において活用しました。

ｂ 教育委員会（市町立学校教職員及び県立学校教職員）

条件附採用期間中の教職員を対象に、採用の日から５か月（教員は１０か月）を経過した日までの期間の勤務状況について、勤務評定を行

い、校長が、職務遂行能力及び適性等を評価しました。評定結果は、当該職員の正式採用の可否の決定において活用しました。

なお、県立学校の教員については、平成１６年度の特別人事考課から、教員として求められる資質である社会性、コミュニケーション能力、

職務に対する意欲等について校長が評価し、教育委員会に報告することとしています。

ｃ 警察本部長

条件附採用期間中の職員を対象に、条件附採用期間終了直前までの期間の勤務状況について、勤務評定を行い、評定者、調整者及び確認

者が、職務遂行能力及び適性等を評価しました。評定結果は、当該職員の正式採用の可否の決定において活用しました。
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� 福祉及び利益の保護の状況

ア 厚生福利制度の状況

職員の心身の健康の保持及び公務能率を増進させるため、任命権者、地方公務員等共済組合法に基づき設置される共済組合、地方公務員

法第４２条の趣旨に沿って職員が任意で設置する互助会において、職員の厚生福利事業を実施しています。

� 職員の健康保持、疾病予防対策

職員の健康保持の増進と疾病予防のため、労働安全衛生法等に基づき、各種健康診断、メンタルヘルス対策、健康相談及び健康教育等を

実施しています。平成１７年度に実施した主な事業は、以下のとおりです。

ａ 健康診断

区 分 概 要

知 事 等
一般定期健康診断、特別定期健康診断、ＶＤＴ作業従事者検診、がん検診等を行いました。また、共済組合と共同で胃検診を、共済組合

及び互助会と共同で人間ドックを、それぞれ行いました。

教 育 委 員 会
一般定期健康診断、特別定期健康診断、ＶＤＴ作業従事者検診、がん検診等を行いました。また、共済組合と共同で胃検診、ヤングドッ

クを、共済組合及び互助会と共同で人間ドックを、それぞれ行いました。更に、共済組合において脳ドックが行われました。

警 察 本 部 長
一般定期健康診断、特別定期健康診断、ＶＤＴ作業従事者検診、がん検診、健康度測定等を行いました。また、共済組合と共同で人間ド

ックを行いました。

注 知事等とは、任命権者のうち、教育委員会及び警察本部長を除くものをいいます（以下同じ。）。

○各種健康診断の実施状況（平成１７年度）

（知事等）

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診 一般定期健康診断 ６，１６７人 一次検査 ※受診率 ９６．８％

特別定期健康診断 ５８５人 放射線業務従事職員検診、特定科学物質等使用職員検診、有機溶剤使用職員検診

そ の 他 検 診 ３，８９８人 振動業務従事者検診、ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）、農薬使用職員検診

が ん 検 診 等 が ん 検 診 ８，５９５人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、子宮がん検診、乳がん検診

人 間 ド ッ ク 等 １，５２９人 人間ドック、超音波検診

（教育委員会）

県立学校

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診 一般定期健康診断 ３，９７７人 一次検査 ※受診率 ９４．６％

そ の 他 検 診 ３，７９３人 ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）

が ん 検 診 等 が ん 検 診 ７，１２４人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、子宮がん検診、乳がん検診

人 間 ド ッ ク 等 ８５５人 人間ドック、ヤングドック、超音波検診

事務局

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診 一般定期健康診断 ４１８人 一次検査 ※受診率 ９３．５％

特別定期健康診断 ８人 放射線業務従事職員検診、有機溶剤使用職員検診、石綿使用職員検診、深夜業務等従事職員検診

そ の 他 検 診 ５２０人 ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）

が ん 検 診 等 が ん 検 診 ７７４人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、子宮がん検診、乳がん検診

人 間 ド ッ ク 等 １４０人 人間ドック、ヤングドック、超音波検診
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（警察本部長）

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診 一般定期健康診断 ２，２６８人 一次検査 ※受診率 １００％

特別定期健康診断 ５９２人 有機溶剤使用職員検診、アクアラング隊員検診、深夜業務従事者健診

そ の 他 検 診 ５９人 ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）

が ん 検 診 等 が ん 検 診 ３，７７８人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、子宮がん検診、乳がん検診

人 間 ド ッ ク 等 １，５７４人 人間ドック、超音波検診

ｂ メンタルヘルス対策

区 分 概 要

知 事 等
健康相談室による相談及びメンタルヘルスセミナーを行いました。また、共済組合と共同で外部専門機関による相談事業を行いました。

更に、共済組合においてストレスチェックが行われました。

教 育 委 員 会
外部専門機関による相談事業を行いました。また、共済組合において面接相談が、共済組合と互助会の共同によりメンタルヘルスセミナ

ー及びストレスチェックが、それぞれ行われました。

警 察 本 部 長
共済組合と共同で生活相談カウンセラーによる相談事業を行いました。また、共済組合において、外部専門機関による相談事業及びメン

タルヘルスセミナーが行われました。

ｃ 健康相談・健康教育

区 分 概 要

知 事 等
健康相談室の設置・相談、健診事後指導、禁煙サポート、健康講座等を行いました。また、共済組合において、電話相談等が行われまし

た。

教 育 委 員 会 共済組合において、健康づくりセミナーや一日介護講座、電話相談等が行われました。

警 察 本 部 長
健康管理対策室の設置・相談、健診事後指導等を行いました。また、共済組合において、健康教室の開催等健康づくり運動の推進、禁煙

教室・禁煙マラソンの開催、実施等禁煙サポート事業の推進のほか、健康管理器具の設置等が行われました。

� 安全衛生

労働安全衛生法等に基づき、安全衛生委員会の設置、産業医及び衛生管理者等の配置を行い、快適な職場環境の実現と職場における職員

の安全を確保するための安全衛生管理体制を整備しています。

区 分 委員会名 設置数

総 括 安 全 衛 生 委 員 会 １

知 事 等 安 全 衛 生 委 員 会 ９

衛 生 委 員 会 ２８

教 育 委 員 会 衛 生 委 員 会 ９０

警 察 本 部 長 衛 生 委 員 会 １

� その他

職員の厚生福利事業を進めるため、元気回復事業等を実施しています。平成１７年度に実施した主な事業は、以下のとおりです。

ａ 元気回復事業等

区 分 概 要

知 事 等

ボランティア活動の支援、職員広報誌等の発行等を行うとともに、図書室や職員運動場を設置しています。また、共済組合と共同で、ラ

イフプランの支援事業を行いました。更に、共済組合において、プール、山の家の助成、保養所の設置等が、互助会において、サークル

への活動助成、カフェテリアプラン（選択型福利厚生事業）等が、それぞれ行われました。

教 育 委 員 会
共済組合及び互助会と共同でライフプランの支援事業を行いました。また、共済組合において、保養所の設置、福利概要冊子発行等が、

互助会において、福祉相談、福利厚生事務等研究助成等が、それぞれ行われました。

警 察 本 部 長
ライフプランの支援事業を行いました。また、共済組合において、宿泊助成が、互助会において、カフェテリアプラン（選択型福利厚生

事業）等が行われました。
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○共済組合福祉事業

平成１７年度実績

区 分 利用者数

知事等 健 診 事 業 ３，６８８人

【地方職員共済組合】 健 康 づ く り 事 業 １２，２９２人

組合員数 ６，６８０人 そ の 他 事 業 ９９人

被扶養者数 ９，２１２人 愛 媛 診 療 所 ４，１７９人

道後保養所えひめ １１，３６９人

貸 付 累 計 件 数 ２，１７５件

教育委員会 健 診 事 業 ３，４６７人

【公立学校共済組合】 健 康 づ く り 事 業 ６２８人

組合員数 １４，５４３人 そ の 他 事 業 １５，６８８人

被扶養者数 １６，０５９人 に ぎ た つ 会 館 ９５，５９６人

貸 付 累 計 件 数 ５，４２３件

警察本部長 健 診 事 業 ５，４０７人

【警察共済組合】 健 康 づ く り 事 業 １２４人

組合員数 ２，８６３人 そ の 他 事 業 ５５人

被扶養者数 ４，７９８人 貸 付 累 計 件 数 １，８４４件

※道後保養所えひめは、１８年３月末で廃止しました。

○互助会事業実績

平成１７年度実績

（千円）

区 分 主な保健文化事業 事業費

知 事 等 人間ドック、リフレッシュ助成事業、サークル助成、カフェテリアプラン（選択型福利厚生事業）等 ６６，５３１

教 育 委 員 会 人間ドック、メンタルヘルスセミナー、退職準備セミナー、福祉相談の実施、福利厚生事務等研究助成等 ４２，６７３

警 察 本 部 長 職員美術展の実施、資格取得・通信教育等助成、カフェテリアプラン（選択型福利厚生事業）等 ６８，８９０

ｂ 給付事業

� 共済組合による給付

地方公務員等共済組合法に基づき、組合員等の病気、出産、死亡、休業等に関し、相互救済を図るため、法定給付として、保健給付、休

業給付及び災害給付が行われるとともに、法定給付に付加して給付する附加給付が行われています。

○平成１７年度実績

（千円）

区 分 知 事 等 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長

保 健 給 付 １，５０９，６０１ ２，９４３，９６０ ７８９，７２０

直 営 保 健 給 付 ２１，１８１ － ３１

休 業 給 付 １４８，７９８ ３６６，８５５ ２２，１６９

災 害 給 付 ２，６０４ ５，２４３ －

附 加 給 付 ２９，２２３ ８１，６６２ ２２，５２１

一部負担金払戻金等 １８，３０３ ５３，２３７ １２，２７６

計 １，７２９，７１０ ３，４５０，９５７ ８４６，７１７
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� 互助会による給付

互助会により、会員等の病気、出産、死亡等に関し、相互救済を図るための給付が行われています。

（千円）

区 分 主な給付事業 給付総額

知 事 等 医療補助金、死亡弔慰金、結婚祝金、出産祝金等 １６８，１２８

教 育 委 員 会 療養費補助金、死亡弔慰金、結婚祝金、出産祝金等 ２８９，３５２

警 察 本 部 長 死亡弔慰金、結婚祝金、出産祝金、入学祝金等 １８，２７８

ｃ 職員住宅（独身寮）設置状況

職員が安心して赴任し職務に専念できるよう、厚生福利施設として職員住宅等を設置しています。任命権者別の設置状況は、以下のとお

りです。

（単位：戸）

区 分 知 事 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長

戸 数 ５１８ ５３１ １，１３１

ｄ 互助会への助成

互助会の円滑な運営を図るため、互助会に対し助成を行っています。平成１７年度決算における県の助成状況等は、以下のとおりです。

区 分 知 事 等 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長

会 員 数 ６，５５８人 １３，８１９人 ２，９７４人

会員掛金 （Ａ） １８０，７９６千円 ４０９，９０７千円 ８７，４５３千円

県補助金 （Ｂ） ３５，５３３千円 ６４，４１８千円 ２０，４６１千円

負担割合（Ａ：Ｂ） １：０．２０ １：０．１６ １：０．２３

イ 公務災害補償の状況

公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等については、地方公務員災害補償法に基づき、地方公務員災害補償基金愛媛県支部が実

施しています。平成１７年度に発生した公務災害・通勤災害の認定件数は、１１２件です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：件）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合計

公 務 災 害 １２ １８ １４ ６０ １０４

通 勤 災 害 ５ ０ ２ １ ８

合 計 １７ １８ １６ ６１ １１２

ウ 勤務条件に関する措置の要求の状況

職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、愛媛県人事委員会（以下「人事委員会」という。）に対して、地方公共団体の当局に

より適当な措置が執られるべきことを要求することができることとされています。平成１７年度においては、「２ 人事委員会の業務の状況」

の�のとおり、人事委員会に対して措置の要求が行われています。

エ 不利益処分に関する不服申立ての状況

職員は、懲戒処分等その意に反すると認められる不利益な処分を受けた場合は、人事委員会に対して、不服申立てをすることができるこ

ととされています。平成１７年度においては、「２ 人事委員会の業務の状況」の�のとおり、人事委員会に対して不服申立てが行われてい
ます。
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２ 人事委員会の業務の状況

� 競争試験及び選考の状況

職員の任用は、地方公務員法並びに職員の採用及び昇任に関する規則、任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用に関する規則等

を基本法規として運用されていますが、その主旨とするところは、職を中心として成績主義による公正な任用が行われるところにあります。

人事委員会は、職員の採用候補者試験の実施、任用候補者名簿の作成、採用・昇任選考の実施等、任用制度全般を通じて成績主義の原則

が貫かれるよう努力しています。

ア 採用候補者試験の実施状況

平成１７年度に実施した採用候補者試験は、以下のとおりです。

� 採用候補者試験実施状況

試験の名称 受験資格（平成１７年４月１日現在） 受付期間
試験実施

年 月 日

愛媛県職員採用候補者（上級）試験 ・年齢２１歳以上２９歳未満の者

・年齢２１歳未満の者で、大学卒業者又は大学卒業見込者

資格免許を必要とする職は、上記の者で、当該資格・免許を

有する者又は取得する見込みの者

１７．５．１６

～

１７．６．３

〔第１次〕

１７．６．２６

〔第２次〕

１７．７．２５

～

１７．７．２９

愛媛県警察官（男性）（大学卒）採用候補者試験 年齢１７歳以上３０歳未満の男子で、大学卒業者又は平成１８年３

月末日までに卒業見込みの者

１７．４．１１

～

１７．５．２

〔第１次〕

１７．５．２２

〔第２次〕

１７．６．１７

～

１７．６．２２

愛媛県警察官（男性）（大学卒特別募集）採用候補

者試験

年齢１８歳以上３０歳未満の男子で、大学卒業者又は平成１７年９

月末日までに卒業見込みの者のうち、平成１７年１０月１日の採用

に応じられる者

愛媛県警察官（女性）（大学卒）採用候補者試験 年齢１７歳以上３０歳未満の女子で、大学卒業者又は平成１８年３

月末日までに卒業見込みの者

愛媛県警察官（女性）（大学卒特別募集）採用候補

者試験

年齢１８歳以上３０歳未満の女子で、大学卒業者又は平成１７年９

月末日までに卒業見込みの者のうち、平成１７年１０月１日の採用

に応じられる者

愛媛県職員採用候補者（初級）試験 年齢１７歳以上２１歳未満の者

（大学卒業者又は大学卒業見込者を除く。）

１７．８．１６

～

１７．９．５

〔第１次〕

１７．９．２５

〔第２次〕

１７．１０．２４

～

１７．１０．２５

愛媛県職員採用候補者（資格免

許職）試験

大学卒程度 ・年齢２１歳以上２９歳未満の者

・年齢２１歳未満の者で、大学卒業者又は大学卒業見込者

上記の者で、当該資格・免許を有する者又は取得する見込み

の者

短大卒程度 年齢１９（２０）歳以上２７歳未満の者で、当該資格・免許を有す

る者又は取得する見込みの者

愛媛県少年補導職員採用候補者試験 ・年齢２１歳以上３５歳未満の者

・年齢２１歳未満の者で大学（短大を除く）を卒業した者又は平

成１８年３月末日までに大学卒業見込みの者

上記の者で、次のいずれかに該当する者

・教員免許を有する者又は取得見込みの者

・大学（短大含む）で児童心理学等を修学した者又は修学見込

みの者

１７．８．１６

～

１７．９．５

〔第１次〕

１７．９．２５

〔第２次〕

１７．１０．２４

～

１７．１０．２５
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愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者試

験

年齢１７歳以上３０歳未満の男子

（大学卒業者又は大学卒業見込者を除く。）

１７．８．２３

～

１７．９．１２

〔第１次〕

１７．１０．１６

〔第２次〕

１７．１１．１１

～

１７．１１．１４

愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者試

験

年齢１７歳以上３０歳未満の女子

（大学卒業者又は大学卒業見込者を除く。）

� 採用候補者試験受験状況

ａ 愛媛県職員採用候補者（上級）試験 （単位：人）

試験区分 申込者数 受験者数 第１次合格者数 第２次受験者数 第２次合格者数 競争倍率

行 政 事 務 ７４１ ５４９ ３７ ３４ １９ ２８．９倍

行 政 事 務 （ 情 報 ） ３３ ２６ ３ ３ １ ２６．０倍

学 校 事 務 ７８ ６９ ５ ３ ２ ３４．５倍

警 察 事 務 １３２ １０９ １２ ７ ６ １８．２倍

児 童 自 立 支 援 専 門 員 ３ １ ０ － － －

総 合 土 木 ８４ ６２ ７ ５ ３ ２０．７倍

建 築 ９ ７ ３ ３ １ ７．０倍

農 業 １９ １５ ３ ３ １ １５．０倍

水 産 ２５ １９ ３ ３ １ １９．０倍

化 学 ３２ ２１ ４ ３ ２ １０．５倍

鑑 識 （ 法 医 ） ９ ６ ３ ３ ２ ３．０倍

薬 剤 師 ２２ ２１ ６ ５ ４ ５．３倍

心 理 判 定 員 ２７ ２６ ３ ３ １ ２６．０倍

合 計 １，２１４ ９３１ ８９ ７５ ４３ ２１．７倍

ｂ 愛媛県警察官（男性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験 （単位：人）

試験区分 申込者数 受験者数 第１次合格者数 第２次受験者数 第２次合格者数 競争倍率

警察官（男性）（大学卒） ３９２ ３２２ １２５ １１２ ６０ ５．４倍

警察官（男性）（大学卒特別募集） １３７ １１９ ７５ ７２ ３８ ３．１倍

合 計 ５２９ ４４１ ２００ １８４ ９８ ４．５倍

ｃ 愛媛県警察官（女性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験 （単位：人）

試験区分 申込者数 受験者数 第１次合格者数 第２次受験者数 第２次合格者数 競争倍率

警察官（女性）（大学卒） ９０ ７３ ２４ ２１ １２ ６．１倍

警察官（女性）（大学卒特別募集） ４０ ３３ １８ １８ ９ ３．７倍

合 計 １３０ １０６ ４２ ３９ ２１ ５．０倍

ｄ 愛媛県職員採用候補者（初級）試験 （単位：人）

試験区分 申込者数 受験者数 第１次合格者数 第２次受験者数 第２次合格者数 競争倍率

行 政 事 務 ６２ ５５ ４ ４ ２ ２７．５倍

学 校 事 務 ６１ ５５ ７ ７ ３ １８．３倍

警 察 事 務 ３７ ３５ ３ ２ ２ １７．５倍

合 計 １６０ １４５ １４ １３ ７ ２０．７倍
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ｅ 愛媛県職員採用候補者（資格免許職）試験 （単位：人）

試験区分 申込者数 受験者数 第１次合格者数 第２次受験者数 第２次合格者数 競争倍率

大学卒程度 学校栄養士 ５３ ４２ ７ ７ ３ １４．０倍

短大卒程度 診療放射線技師 ２３ ２２ ８ ７ ４ ５．５倍

合 計 ７６ ６４ １５ １４ ７ ９．１倍

ｆ 愛媛県少年補導職員採用候補者試験 （単位：人）

試験区分 申込者数 受験者数 第１次合格者数 第２次受験者数 第２次合格者数 競争倍率

少 年 補 導 職 員 ４４ ３６ ７ ７ ３ １２．０倍

ｇ 愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者試験 （単位：人）

試験区分 申込者数 受験者数 第１次合格者数 第２次受験者数 第２次合格者数 競争倍率

警察官（男性）（高校卒程度） ３３６ ２７５ ５１ ４５ ２７ １０．２倍

ｈ 愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者試験 （単位：人）

試験区分 申込者数 受験者数 第１次合格者数 第２次受験者数 第２次合格者数 競争倍率

警察官（女性）（高校卒程度） １１６ ９７ ２８ ２４ １２ ８．１倍

イ 選考の実施状況

職員の採用・昇任については、特殊な職その他について、人事委員会の行う選考によることが認められています。平成１７年度の採用・昇

任に係る選考の実施状況は、以下のとおりです。

� 採用選考 （単位：人）

職群 級 代表的な職 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

１ 主 事 ・ 技 師 ２ ２

２ 主 事 ・ 技 師 ０

３ 主 事 ・ 技 師 ０

４ 主 査 １ １

５ 係 長 １ ２ ３

行 政 職 ６ 専 門 員 １ １０ １１

７ 課 長 補 佐 １ ６ ７

８ 本 庁 課 長 ３ ３ ６

９ 参 事 １ １

１０ 本 庁 局 長 １ １

１１ 本 庁 部 長 １ １

１ 巡 査 ３ ３

２ 一 種 主 任 ４ ４

３ 一 種 係 長 １ １

４ 二 種 係 長 １ １

公 安 職
５ 課 長 補 佐 ０

６ 専 任 課 長 補 佐 ６ ６

７ 本 部 課 次 長 ５ ５

８ 本 部 課 長 １ １

９ 部 長 １ １
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１０ 部 長 １ １

１ 研 究 員 １ １

２ 主 任 研 究 員 １ １

研 究 職 ３ 主 任 研 究 員 ９ ９

４ 主 席 研 究 員 ５ ５

５ 機 関 の 長 ０

１ 技 師 ３ １２ １５

２ 係 長 ・ 医 長 １ １９ ２０

医療職（一） ３ 保 健 所 課 長 ・ 病 院 部 長 ３ ３

４ 本 庁 課 長 ・ 副 院 長 ４ ４

５ 医 監 １ １

１ 技 師 １ １

２ 技 師 ４ ４

３ 主 査 ０

医療職（二） ４ 係 長 ０

５ 専 門 員 ０

６ 地 方 機 関 の 課 長 ０

７ 薬 剤 部 長 ０

１ 技 師 ０

２ 技 師 １ ７３ ７４

３ 主 査 ０

医療職（三） ４ 主 任 ０

５ 専 門 員 ０

６ 副 看 護 部 長 ０

７ 看 護 部 長 ０

技 能 労 務 職 ２ ２

合 計 ２２ １１３ ３４ ２７ １９６

� 昇任選考 （単位：人）

職群 級 代表的な職 知 事 公営企業管理者 人事委員会 議 会 議 長 代表監査委員 教育委員会 警察本部長 合 計

５ 係 長 ０

６ 専 門 員 ０

７ 課 長 補 佐 ０

行 政 職 ８ 本 庁 課 長 ６６ ７ ２１ ５ ９９

９ 参 事 ４３ １ １ ３ ４８

１０ 本 庁 局 長 １３ １ ２ １６

１１ 本 庁 部 長 ２ １ １ ４

２ 一 種 主 任 ０

３ 一 種 係 長 ０

４ 二 種 係 長 ０

５ 課 長 補 佐 ０

公 安 職 ６ 専 任 課 長 補 佐 ０

７ 本 部 課 次 長 ０

８ 本 部 課 長 １５ １５

９ 部 長 ２ ２
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１０ 部 長 ８ ８

２ 主 任 研 究 員 ０

研 究 職
３ 主 任 研 究 員 ０

４ 主 席 研 究 員 ０

５ 機 関 の 長 ５ １ ６

２ 係 長 ・ 医 長 ０

医療職（一）
３ 保健所課長・病院部長 ０

４ 本 庁 課 長 ・ 副 院 長 ０

５ 医 監 ７ ７

４ 係 長 ０

医療職（二）
５ 専 門 員 ０

６ 地 方 機 関 の 課 長 ０

７ 薬 剤 部 長 ４ ４

４ 主 任 ０

医療職（三）
５ 専 門 員 ０

６ 副 看 護 部 長 ０

７ 看 護 部 長 ０

合 計 １３３ １５ ０ ２ ２ ２６ ３１ ２０９

� 警察官階級昇任選考

（単位：人）

階級 昇任者数

警 視 １３

警 部 補 ５

巡 査 部 長 １０

合 計 ２８

� 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

ア 報告及び勧告の日及びその相手方

報 告 及 び 勧 告 の 日 平 成１７年１０月 ６ 日

報 告 及 び 勧 告 の 相 手 方 議 会 議 長 及 び 知 事

イ 報告及び勧告の概要

� 公民較差

本年４月分の県職員給与と県内の民間給与を比較したところ、県職員給与が民間給与を１，５０９円（０．３８％）上回っている。

民間給与 （Ａ） ３９７，８７３円

県職員給与 （Ｂ）
減額措置前 ３９９，３８２円

減額措置後 ３９９，３１１円

較 差 （Ａ－Ｂ）
減額措置前 △１，５０９円（△０．３８％）

減額措置後 △１，４３８円（△０．３６％）

※ 県職員給与の欄及び較差の欄の上段は特例条例による管理職手当の５％削減措置がないと仮定して算出したものであり、下段は当該減

額措置が行われた後のものである。
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� 本年の県職員の給与改定

ａ 勧告の内容

� 給料表の改定

人事院勧告の内容に準じて改定（中学校・小学校教育職員給料表及び高等学校等教育職員給料表については、行政職給料表との均衡を基

本に改定）

� 諸手当の改定

○ 扶養手当 配偶者 月額 １３，５００円 → １３，０００円

○ 初任給調整手当

・医療職給料表（一）、大学教育職員給料表の適用を受ける医師等

最高支給限度額 月額３０７，９００円 →３０６，９００円

・医療職給料表（一）、大学教育職員給料表以外の給料表の適用を受ける医師等

最高支給限度額 月額 ５０，２００円 → ５０，０００円

○ 勤勉手当

・平成１７年１２月期の勤勉手当の支給割合を０．０５月分引上げ

・平成１８年度以降の勤勉手当の年間支給割合を０．０５月分引上げ

［一般職員の支給割合（期末手当及び勤勉手当（ボーナス））］

６ 月 期 １２ 月 期 合 計

平成１７年度

期末手当
１．４月

（支給済み）

１．６月

（改定なし）

３．０月

（改定なし） ４．４５月

（現行４．４月）
勤勉手当

０．７月

（支給済み）

０．７５月

（現行０．７月）

１．４５月

（現行１．４月）

平成１８年度
期末手当 １．４月 １．６月 ３．０月

４．４５月
勤勉手当 ０．７２５月 ０．７２５月 １．４５月

ｂ 給与例

勧告どおりに給与改定が行われた場合の県職員の給与例は、次のとおりとなる。

� 月例給与の改定により、平均給与月額が行政職平均で１，４７１円（０．３７％）減少する。

区 分 改 定 率 改 定 額 行 政 職 平 均 給 与 月 額

給 与 △０．３７％ △１，４７１円
３９９，３８２円 → ３９７，９１１円

（平均年齢 ４２．３歳）
内

訳

給 料 △０．３０％ △１，１７９円

諸手当等 △０．０７％ △２９２円

� 勤勉手当の支給割合の引上げにより、期末勤勉手当、期末勤勉手当の年額が行政職平均で１３，６４２円増加する。

この結果、本年は年間給与が行政職平均で４，０１５円（△０．０６％）減少する。

ｃ 改定の実施時期等

� 改定の実施時期

この勧告を実施するための条例の公布日の属する月の翌月の初日（公布日が月の初日であるときは、その日）から実施する。

ただし、平成１８年度以降の勤勉手当の年間支給割合を０．０５月分引上げることについては、平成１８年４月１日から実施する。

� 平成１７年１２月に支給される期末手当の特例

本年４月からこの改定実施日前日までの公民較差相当分を解消するため、４月の給与に較差率を乗じて得た額に、４月から実施日の属す

る月の前月までの月数を乗じて得た額と、６月期のボーナスの額に較差率を乗じて得た額の合計額に相当する額を、１２月期の期末手当の額

で調整。

ｄ その他の課題

給与制度の運用については、総務省が策定した「地方公共団体における行政改革のための新たな指針」の趣旨にかんがみ、継続的に点検

を行う必要がある。特に、教員給与のうち制度創設時の意義が薄れている手当などについては、見直しを検討する必要がある。

� 給与構造の改革

ａ 基本的考え方

以下の事情を総合的に勘案し、人事院勧告に準じて、平成１８年度から給与構造改革を実施する必要があると判断。

� 本年、人事院が勧告した給与構造改革の必要性のうち、「年功的な給与上昇の抑制と職務・職責に応じた俸給表構造への転換」及び「勤
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務実績の給与への反映」については、国家公務員のみならず本県職員の給与制度全般にわたる共通の課題であること。

� 「公務員給与に地場賃金を反映させるための地域間配分の見直し」については、本県に国の場合と同様な地域間給与の調整という考え

方はなじまないが、いわゆる均衡の原則により、これまで国に準じた給料水準としてきた経緯があることや、多くの県において、国に準

じた給与構造改革の勧告が行われることが予測されること。

ｂ 改革内容

� 人事院勧告において平成１８年度から実施することとされている俸給表等に準じて給料表を改定

項 目 改 定 内 容

給料水準の引下げ 行政職平均△４．９％

給与カーブのフラット化 若手係員層は引下げなし、中高齢層は７％程度の引下げ

級構成の再編 行政職給料表の現行１、２級及び４、５級の統合など

号給構成の見直し 現行号給の４分割、初号等のカット、最高号給の延長

・全職員の給料月額を平成１８年４月１日付けで新給料表に切替え

・経過措置として、新旧給料月額の差額を支給

� 地域手当の新設

現行の調整手当支給地域在勤職員等に対し、平成１８年４月１日から調整手当に替えて地域手当を支給（平成２１年度までは、国に準じて暫

定的な支給割合を適用）

現行調整手当支給割合 地域手当支給割合 １８年度暫定支給割合

東京都特別区在勤者 １２％ １８％ １３％

大阪市在勤者、医療職給料表�適用者 １０％ １５％ １１％

� 勤務実績の給与への反映

・勤務成績に基づく昇給制度の導入（平成１８年４月１日から実施）

〔昇給時期の統一、枠外昇給制度の廃止、５５歳昇給停止→ ５５歳昇給抑制〕

・勤勉手当の実績反映の拡大（平成１８年６月期から実施）

� 管理職手当の定額化の検討

ｃ その他

� 平成１８年度からの新給料表への切替えに伴い、給料表の水準引下げによる較差が生じるが、この較差是正の必要性及び是正の方法等に

ついては、国や他県の動向を注視しつつ検討する必要がある。なお、当該切替えに当たっては、経過措置（現給保障）が講じられること

により、切替え後の県職員の給与水準は切替え前の水準がほぼ維持される。

� 平成１８年度における公民比較に当たっては、人事院や総務省における検討状況を注視しつつ、調査内容の充実や比較方法の改善につい

て検討を行う。

� 公務運営に関する課題

報告の「むすび」において、次のとおり報告している。

ａ 職員の勤務時間等について

・職員の心身の健康保持、職業生活と家庭生活の両立及び公務能率向上の観点から、超過勤務の縮減に向けて全庁的な取組を一層進めて

いく必要がある。

・年次有給休暇については、職員一人ひとりが取得しやすい職場環境の整備に努め、週休日等とのまとめ取りや計画的・連続的使用に引

き続き取り組む必要がある。

・職業生活と家庭生活の両立支援については、環境整備がなされてきているが、国において導入が検討されている育児・介護を行う職員

の短時間勤務制について、その動向を注視しつつ検討していく必要がある。

ｂ 職員の健康管理について

職員の心身の健康管理対策の充実と執務環境の向上等快適な職場づくりに努められてきているが、引き続き、過重労働による健康障害の

防止対策やメンタルヘルス対策として、未然防止、早期対応、復職支援など心の健康管理についての充実に努めることが必要である。

ｃ 女性職員の登用等の促進について

女性職員の職域の拡大や登用等に、引き続き、総合的かつ計画的に取り組む必要がある。

ｄ 職員の能力開発の機会拡充等について

今後とも、高度で実践的な行政能力を備えた人材育成に、効果的に取り組んでいく必要がある。

ｅ 国の公務員制度改革について

国が検討している公務員制度改革については、引き続き、その検討状況を注視していく必要がある。
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特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年９月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 勤務条件に関する措置の要求の状況

平成１７年度における人事委員会への要求件数、終結件数及び平成１８年度への繰越件数はいずれもありません。

� 不利益処分に関する不服申立ての状況

平成１７年度における人事委員会への不服申立ての状況（県分）は以下のとおりです。

（単位：件）

主な内容 平成１６年度末の係属件数 平成１７年度中の申立件数 平成１７年度中の終結件数 平成１８年度への繰越件数

分 限 処 分 ０ ０ ０ ０

懲 戒 処 分 １ ０ １ ０

転任処分・その他 １ ０ ０ １

計 ２ ０ １ １

� 苦情の処理の状況

人事委員会は、地方公務員法第８条第１項第１１号の規定により、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する不服申立てのほか、

職員の苦情を処理することとなっています。

平成１７年度における人事委員会への相談件数、処理件数及び平成１８年度への繰越件数はいずれもありません。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年９月１４日 特定非営利活動法人 フラット 角 森 美 保 今治市新谷乙２２３番地７２ この法人は、障害者及び高齢者の方々を対象に、
自由に安心して社会参加や自立生活が送れる様
にあらゆる面から支援すると共に、地域住民に
対し、対象者やボランティア活動に理解を求め
つつボランティア活動に参加を促しながら個々
の技能を高め、対象者が地域住民と共生できる
社会づくりを促進することを目的とする事業を
行い、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄
与することを目的とする。

平成１８年９月２９日 発行
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